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第 65回　日本歯科医療管理学会総会・学術大会のご案内（第 1報）
大　会　長：越 智 守 生

（北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系クラウンブリッジ・インプラント補綴学分野教授）

副 大 会 長：挽 地 俊 哉
（グランド歯科医院院長）

実行委員長：廣瀬由紀人
 （北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系クラウンブリッジ・インプラント補綴学分野准教授）

準備委員長：仲 西 康 裕
（北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系クラウンブリッジ・インプラント補綴学分野講師）

メインテーマ：歯科医療管理学を北海道で究めるそして極める

1．会　期
2024年 7月 12日（金）～14日（日）

2．会　場
共済ホール　http://kyosaihall.jp
〒 060‒0004 札幌市中央区北 4条西 1丁目 1　共済ビル 6F

3．内　容（予定）
7月 12日（金）　　　 各種委員会，理事会，社員総会，役員懇親会
7月 13日（土）　　　 一般講演，ポスター展示，特別講演，シンポジウム，企業展示， 

会員懇親会
7月 14日（日）　　　 一般講演，ポスター展示，特別講演，シンポジウム，企業展示， 

認定医研修会，認定医・指導医試験，北海道歯科医療管理学会総会

4．演題申し込み
大会ホームページ（2024年 1月頃開設予定）からお申し込みいただきます．
演題申し込みと同時に抄録も提出していただきます．
演題申し込みの締切は 2024年 4月 30日（火）です．
なお，発表者ならびに共同発表者は，全員本学会会員でなければなりません．お申し込み前にご
確認いただきますようお願いします．

5．大会ホームページ　近日公開予定

6．参加申し込み
演題同様に大会ホームページからお申し込みいただきます．参加費・懇親会費は以下の予定で
す．事前登録の締め切りは続報でお知らせします．



参加者区分
参加費 懇親会費

事前登録 当日登録 事前登録 当日登録

会　　　員 10,000円 12,000円 10,000円 12,000円

非　会　員 12,000円 14,000円 10,000円 12,000円

コ・デンタル  4,000円  5,000円 10,000円 12,000円

研修医・大学院生  4,000円  5,000円 10,000円 12,000円

懇親会は，参加者数 160名を予定していますので，懇親会の参加はできるかぎり事前登録をお願
いします．懇親会についても大会ホームページからお申し込みいただく予定です．

7．会員懇親会
会場：ニューオータニイン札幌（札幌市中央区北 2条西 1丁目 1‒1）
日時：2024年 7月 13日（土）

8．宿　泊
大会事務局からの宿泊施設の紹介等は行いません．参加者ご自身で手配いただくようお願いしま
す．

9．会場アクセス
・ JR札幌駅南口より徒歩約 8分
・ 地下鉄東豊線さっぽろ駅直結 21番出口

〔札幌駅へのアクセス〕
航空機ご利用の場合
　 JR新千歳空港駅→札幌駅 
（快速エアポートにて約 40分）

〔運営事務局〕
（一財）口腔保健協会 コンベンション事業部内
第 65回日本歯科医療管理学会総会・学術大会　運営事務局
〒 170‒0003　東京都豊島区駒込 1‒43‒9　駒込 TSビル 402
TEL：03‒3947‒8761　FAX：03‒3947‒8341
E‒mail：jsdpa65＠kokuhoken.jp

〔大会事務局〕
北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系
クラウンブリッジ・インプラント補綴学分野内　準備委員長　仲西康裕
〒 061‒0293　北海道石狩郡当別町金沢 1851
TEL：0133‒23‒2874　FAX：0133‒23‒1059
E‒mail：jspda65@ml.hoku-iryo-u.ac.jp（予定）



第 11回日本歯科医療管理学会学会賞授賞について

 一 般 社 団 法 人
 日本歯科医療管理学会
 学会賞選考委員会
 編 集 委 員 会

　本賞は，本学会を活性化させ，さらには本学会ならびに歯科医療の発展に資することを目的として創設されま
した．本賞は，前年度発行の日本歯科医療管理学会雑誌第 1号から第 4号に掲載された論文のなかから選ばれた，
最優秀論文および優秀論文に対して授与されます．
　第 11回日本歯科医療管理学会学会賞は，令和 4年度（第 57巻）掲載論文から次の 2名の著者に授与されまし
た．会員の皆様におかれましては，日本歯科医療管理学会雑誌への論文投稿，日本歯科医療管理学会総会・学術
大会での発表を積極的に行ってくださいますようお願いいたします．

最優秀賞
濵嵜朋子（九州女子大学家政学部栄養学科）

「歯科医療における歯科医師の説明に対する患者の満足度に関する研究」
日本歯科医療管理学会雑誌第 57巻第 2号　88‒96頁

教育・研究機関部門　優秀賞
野村眞弓（ヘルスケアリサーチ株式会社）

「医療のデジタルトランスフォーメーション政策における日本のデジタル歯科医療の現状分析」
日本歯科医療管理学会雑誌第 57巻第 4号　175‒182頁

一般臨床医部門　優秀賞
該当者なし
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　2023年 7月 14日から 3日間，山内六男先生を大会長として第 64回日本歯科医療管理学会が岐阜市
で開催された．大会テーマは「歯科医療管理学会はどこを目指すのか」であった．従来に比べてどち
らといえば堅いテーマであったにもかかわらず，その内容は本学会のターニングポイントではなかっ
たかと内心思っている．
　3日目の専門医制度のシンポジウムの前段として，日本歯科専門医機構の今井裕理事長の特別講演

「日本歯科専門医機構の挑戦」があった．経緯，現状，将来とたいへん興味深く，またたいへんなご苦
労をされていることがわかる講演であった．今井理事長の講演後の質疑の時間に，本学会の藤井一維
副理事長が質問に立たれてこう言われた．「管理学会の会員には専門医制度は関係ないんです．でも私
達はここにずっととどまっている」．正直にいえば，この発言を聞いたとき，私の心は打ち震えた．そ
うだな，これが管理学会の自負なのだと．長い間，「管理学会認定医ってなに？」と本学会内外で聞か
れてきた．「医療安全」「地域医療」も含め本学会が分野としている内容は歯科臨床には必要不可欠の
基本的な内容ながら，それゆえに他学会のように特徴をアピールすることが難しい．しかし，歯科医
療の基盤であることを本質的に知っている．
　私的学会を含め数多く専門医名称があるなか，厚生労働省は国民目線でわかりやすい広告に標榜で
きる専門医を担保するために，研修施設および研修プログラムを厳格に運用し専門医を認定すること
とし，それに基づいて医科と歯科はそれぞれ専門医機構を立ち上げた（以下，機構専門医）．歯科にお
いては従来の広告可能な歯周病，放射線，口腔外科，歯科麻酔，小児歯科のほかに保存，補綴，イン
プラント，矯正，総合歯科の新たに 5つを設けて合計 10の機構専門医を認定することとなった．本学
会は当初，総合歯科専門医を目指して協議に参加した．その内容は誌面の関係上割愛するが現在は中
断している．
　ただ，機構専門医になるためには共通研修項目を必ず受講しなければならない．その共通研修項目
の主なものは「医療倫理」「コミュニケーション」「コンプライアンス」「医療安全」「院内感染対策」

「医療連携」「医療関連法規」などである．この項目はまさに本学会が分野としているものばかりで，
前述した歯科医療の基盤であることを図らずも証明している．尾﨑哲則理事長はシンポジストとして
この研修項目をやれるのは日本歯科医療管理学会しかないと発言された．機構専門医制度と本学会は
距離があるが，共通研修の担保は本学会が保証できるという事実がある．つまり，『私達はここにはと
どまっている』のだ．
　このことより本学会は今後の機構専門医制度と整合性をもたせるために新認定医制度を作り，現行
の認定医を認定期間を継承しながら専門医に移行する制度改革を来年度中までに施行するように検討
している．また各制度においても単位が取得しやすいように見直しを行う予定である．
　最後に，本題とは離れるが，機構専門医制度を通してみえているのは，専門医のとらえ方が医科と歯科
とでは構造的に違うということである．歯科の機構専門医はサブスペシャリティー分野の専門医であ
る．医学部は卒業後に専門医になる．歯学部は卒業と同時に歯科専門医となっている．そのぶん，医学
教育が希薄になるのは否めない．医科歯科連携を推進するなかで，歯学教育を現在のままでいくのか，
たとえば 6年間は医学教育を行ってその後に歯科専門教育を行うのか，医科歯科一元論でいくのか．国
の医療行政にかかわることであるが，連携医療のために効果的な政策がなされることを期待したい．

娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃巻　頭　言

専門医制度への移行

日本歯科医療管理学会理事
日本歯科医療管理学会認定医制度委員会委員長

笠 井 史 朗
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緒　　言

　歯科医療において，クラウンブリッジやメタルコアと
いった補綴装置や切削用のバーや根管形成用のファイル
類といった治療器具の誤飲，誤嚥は，重大なアクシデン
トである．口腔内より飲み込まれたこれらの異物によ
り，消化管の糜爛形成や気管閉塞といった合併症を生じ
ることがある1～5）．

　歯科治療時における異物の誤飲誤嚥は，過去にも大学
病院や歯科医院単位で報告がなされている6～19）．しか
し，歯科における医療事故に対する意識や教育環境は時
代とともに変化しており，事故を定期的に調査し，その
傾向を把握する必要がある．
　九州歯科大学附属病院（以下，当院）は歯学部附属病
院であり，歯科，口腔外科，小児歯科，矯正歯科に加え
内科が設置されている．また，歯科ユニット数 120台，
手術室 3室，外来手術室 2室，病床数 60を有する病院で
ある．そして医師，歯科医師，看護師，歯科衛生士，薬
剤師，臨床検査技師，診療放射線技師といった医療ス
タッフが所属している．そのため当院では，歯科医師，
歯科衛生士，医師，看護師，薬剤師，臨床検査技師，診
療放射線技師と外部契約している中央材料室（滅菌部門）
および清掃部門の職員からなる医療事故予防部会を設置
している．この部会では，多職種が連携して歯科医療従
事者への医療安全についての学内講習会，医療事故対策

娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃臨　　床

九州歯科大学附属病院における診療中に発生した 
異物誤飲誤嚥事故の調査

中 村 太 志　　守 下 昌 輝1）　　村 岡 宏 祐1）

粟 野 秀 慈1）　　川 元 龍 夫2）

娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

　概要：歯科医療における補綴装置や治療器具といった異物の誤飲，誤嚥は重大事故である．今回，九州歯科大
学附属病院にて 2016～2022年までの 7年間に発生した誤飲誤嚥事故 23症例について分析し，以下の結果を得た．
　 1．7年間の延べ患者数が 655,474名であることから，誤飲誤嚥事故の発生率は 0.0035％であった．
　 2．対象患者の年齢は 10～85歳，平均年齢は 62.0±18.2歳であった．60歳以上の事故件数が全体の 69.6％を
占め，発生率は 0.00244％であったが，60歳以上と 60歳未満の誤飲誤嚥の発生率に有意差を認めなかった．性別
は男性 14名，女性 9名であった．男性の誤飲誤嚥の発生率は女性と比べ有意に高かった．
　 3．経験年数が 5年以下の歯科医師が起こした誤飲誤嚥事故は全体の 47.8％であり，経験年数 5年以上の歯科
医師でも誤飲誤嚥事故を起こしていた．
　 4．誤飲誤嚥事故発生時の治療内容は，補綴装置装着，インプラント補綴，義歯修理といった補綴治療による
ものが多かったが，抜歯，矯正治療，歯周治療，歯内治療中においても事故報告を認めており，治療内容は多岐
にわたった．治療部位は臼歯部が最も多く，上顎より下顎のほうが多かった．
　 5．胸部もしくは腹部エックス線写真により異物を確認したところ，胃にて 20症例，食道・咽頭にて 2症例，
気管にて 1症例であった．胃に発見できたもののうち 19症例は自然排出を確認し，残りの 1症例は内視鏡下にて
摘出された．胃以外の 3症例についても内視鏡にて摘出された．
　今回の結果を誤飲誤嚥事故予防にフィードバックするとともに，より詳細な発生状況の分析を行うために，多
施設におけるデータベース構築が必要であると考える．

　索引用語：誤飲，誤嚥，医療事故

九州歯科大学歯学部口腔機能学講座歯周病学分野（指導：
川元龍夫）
1）  九州歯科大学歯学部口腔機能学講座クリニカルクラーク
シップ開発学分野

2）  九州歯科大学歯学部健康増進学講座顎口腔機能矯正学分
野
　受付：令和 5年 5月 12日
　受理：令和 5年 8月 29日
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マニュアルの作成，院内インシデント報告の集計や分
析，その対応策の検討といった活動を行っている．また，
アクシデントについては，医療事故予防対策部会の上位
組織である医療安全委員会が報告内容の分析および対応
策の検討をしており，特に歯科治療時における異物の誤
飲誤嚥事故は重大なアクシデントと定義している．術者
は誤飲誤嚥の疑いのある症例に遭遇した場合，患者に同
意を取り胸部もしくは腹部のレントゲン撮影を行い，異
物が体外に排出されたのを確認するまで経過を追う．そ
して，その転帰を報告書に記載し提出するよう義務付け
られている．
　今回，当院での歯科治療時における異物の誤飲誤嚥事
故の実態を把握するため，報告書をもとに事故の詳細を
調査し，発生要因の分析を行ったので報告する．

材料と方法

　2016年 1月～2022年 12月までに当院を受診した患者
のうち，歯科診療により異物を誤飲した疑いにより当院
のマニュアルに則り対応した31症例より，胸部もしくは
腹部エックス線写真にて異物を認めなかったため誤飲も
しくは誤嚥と診断できなかった8症例を除く23症例を対
象とした．
　当院では歯科治療時における異物の誤飲誤嚥症例につ
いて，術者に対して事故発生から異物が体外に排出され
までの過程をまとめた報告書の提出を義務付けている．
報告書は患者の個人情報が特定できない形式で記載され
ており，以下の記載内容を抽出した．
　 1．患者の年齢および性別
　 2．術者の職種および経験年数
　 3．誤飲誤嚥の原因となった処置内容および部位
　 4．誤飲・誤嚥した口腔内落下物
　 5．誤飲誤嚥発生後の対応
　先行研究6～19）と比較検討するため，患者年齢は 60歳，
術者の経験年数は 5年をカットオフ値に設定した．診療

録のデータより延べ患者数を集計し，発生率を算出し
た．また，事故発生率の患者の年齢または性別による差
違を，χ2検定を用いて検討した．その際有意水準は 5％
に設定した．
　本研究は九州歯科大学倫理委員会の承認を得て実施さ
れた（承認番号：20‒34）．

結　　果

1．誤飲誤嚥の事故件数および発生率
　当院にて 2016年から 2022年までの各年別の症例数と
延べ来院患者数から発生率を算出したものを表 1に示
す．当院における 7年間の延べ受診患者数は 655,474名
であり，これに対する歯科異物の誤飲誤嚥の発生率は
0.0035％であった．

2．誤飲誤嚥事故の背景
　報告書をもとに事故の背景を分析した結果を表 2に示
す．患者の年齢は 10～85歳，平均年齢は 62.0±18.2歳
であった．患者年齢が 60歳未満の事故件数は 7件で，60
歳未満の延べ患者数 2,917人に対する発生率は 0.0024％
であった．これに対し，患者年齢が 60歳以上の事故件数
は 16件で全 23症例の 69.6％を占めた．60歳以上の延べ
患者数 3,636人に対する発生率は 0.0044％であり，60歳
未満の場合と比べてやや高い発生率だったが，χ2検定の
結果，有意差は認めなかった．
　患者の性別では，男性が 23症例中 14症例（60.9％）
を占め，延べ男性患者数 2,545人に対する発生率は
0.0055％であった．これに対して女性は 9症例で，延べ
女性患者数 4,091人に対する発生率は 0.0022％であっ
た．χ2検定にて男性の誤飲誤嚥の発生率は女性と比べ有
意に高かった（p＝0.029）．
　誤飲誤嚥事故発生時の術者は，23症例中 21症例が歯
科医師であった．残りの 2例は歯科衛生士によるもので
あった．経験年数 5年以下の術者が起こした事故件数は
8症例であり，全体の 47.8％を占めた．
　誤飲誤嚥を起こした処置内容と口腔内落下物との関係
について，図 1に示す．補綴装置装着やインプラント治
療，義歯修理といった補綴治療に関連した誤飲，誤嚥が
全体の 52.2％を占めた．誤飲した主な異物はクラウン，
インレー，インプラント部品であった．補綴治療のほか
に原因となった治療には抜歯，歯周治療，矯正治療，歯
内治療が認められた．処置部位について臼歯部での処置
が，上顎 6症例，下顎 12症例の合計 18症例あり（表
2），全体の 78.3％を占めた．

表　1　各年ごとの異物の誤飲誤嚥事故件数と発生率

年 症例数（件） 延患者数（名） 発生率（％）

2016  2  95,148 0.0021
2017  4  91,809 0.0044
2018  5  93,831 0.0053
2019  3 100,067 0.0030
2020  1  84,917 0.0012
2021  5  89,018 0.0056
2022  3 100,684 0.0030

合計 23 655,474 0.0035
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3．誤飲誤嚥発生後の対応
　誤飲誤嚥事故発生時における異物の発見部位につい
て，胃や食道といった消化管内で発見されたものは21症
例，咽頭内で発見されたものは 1症例，気管で発見され
たものは 1症例であった．
　事故発生後の転帰について，自然排出されたものは 19

症例，内視鏡にて摘出されたものは 4症例（気管 1症例，
咽頭部 1症例，消化管 2症例）であった．

考　　察

　当院における誤飲誤嚥事故の発生状況と他大学の報告
との比較について表 3に示す．
　事故の発生率について，他大学での報告7,9～11,13,16）で
は発生率は 0.0029～0.0040％であった．今回の報告では
発生頻度は 0.0035％と他大学の報告と比べ大差は認め
られなかった．
　患者の年齢層について，本研究では 10～83歳と幅広
く，他大学の報告6,9,12,13,15～17）でも若年者と高齢者の 2極
化を示すものが多かった．60歳以上の患者が40％以上を
示す報告6,8～14,16）が多いのに対して，患者の平均年齢が
50歳台の報告9,12,13,16）が散見される．本研究においてχ2

検定にて 60歳以上と 60歳未満の誤飲誤嚥の発生率に有
意差を認めなかったことから，誤飲誤嚥事故が高齢者の
みで起こっているものではないことを示唆している．
　また，本研究において男性の誤飲誤嚥の発生率は女性
と比べ有意に高かった．安藤ら20）は20～60歳台の男女か
らなる調査会社のモニタ計 3万人に対してWeb調査を
行い定期歯科受診の全国の概況把握を試みた．その結

表　2　 誤飲誤嚥事故の発生状況と対応．発生率の比較にはχ2検定を用いた

調査項目 症例数（件） 発生率（％） p値
患者年齢
・60歳未満  7 0.0024 0.19
・60歳以上 16 0.0044
性別
・男性 14 0.0055 0.03＊

・女性  9 0.0022
術者の職種
・歯科医師 21
・歯科衛生士  2
術者の経験年数
・5年未満 11
・5年以上 12
処置部位
・上顎前歯部  1
・上顎臼歯部  6
・下顎前歯部  1
・下顎臼歯部 12
・不明  3
発生後の対応
・自然排出確認 19
・消化管内視鏡にて除去  3
・気管内視鏡にて除去（全身麻酔下）  1

（＊：p＜0.05）

図　1　誤飲誤嚥事故発生時の処置内容と異物との関係
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果，定期受診者の割合は対象全体で 35.7％，過去 1年間
における歯科受診ありの割合は対象全体で 50.3％であ
り，ともに女性と高齢層の割合が高かった．本研究にお
いても男性より女性のほうが定期受診の割合が高く，誤
飲誤嚥を引き起こすような処置が少なかったことが考え
られる．
　高齢者において，加齢による嚥下機能低下や咳反射の
低下により誤飲が起こりやすいとされている21）．また，
本研究では認められなかったが，口腔がんの術後やパー
キンソン病，脳血管障害のある患者では摂食嚥下障害が
起こりやすい22～24）ため異物誤飲のリスクも上がること
が考えられる．水平位での診療では直接咽頭部へ異物が
落下しやすいため，最初から座位での診療も検討すべき
であるが，誤飲誤嚥の頻度の高い高齢者では循環系予備

能が乏しく，座位による交感神経緊張も無視できないた
め注意が必要である25）．
　一方で，小児患者は突発的な動きに対応しづらいこと
から水平位での診療が基本となる．口腔内で冠や抜去歯
等を落下させてしまった際の誤飲・誤嚥のリスクを小さ
くするために，顔を真上に向けるのではなく，右ないし
左へわずかに傾けることが望ましいとされている26）．
　術者の経験年数について，他大学では経験年数が 5年
未満の者がより誤飲誤嚥事故を起こす傾向にある6～19）．
小野27）は歯科医師による診療偶発事故の関連要因を調査
し，40歳以下の歯科医師は 51歳以上の歯科医師に比べ
て約 4倍事故経験のリスクが高いことを報告している．
当院では経験年数 5年以上の歯科医師が誤飲誤嚥事故時
の術者の約半数を占めていた．本研究では診療記録から

表　3　2000年以降に報告された論文における誤飲誤嚥事故の発生状況と対応の比較

文献 調査
期間 症例数 発生率

（％）

患者年齢 術者の
経験年数

主な誤飲時の
治療内容 誤飲した主な異物 撤去方法

分布
（歳）

平均
（歳）

60歳以上
（％）

5年未満
（％） 最も多いもの 主要 3件 内視鏡等に

よる摘出（％）

本研究 2016～
2022  23 0.0035 10～83 62.0±18.2 69.6 47.8 補綴装置装着 クラウン インレー インプラント

部品 17.3

島津ら
（2006）6）

1986～
2005 184 14～74 43.5 45.3 歯冠修復物の

試適 クラウン ブリッジ メタルコア

菅原ら
（2007）7）

1995～
2002  35 0.0044 46.3±25.0 インレー 矯正装置 暫間冠

三輪ら
（2007）8）

2001～
2006  87 49.0 63.0 切削バー類 歯冠修復物 義歯クラスプ

Obinata
 et al.

（2011）9）

2006～
2010  23 0.0040  8～78 59.1±14.2 69.6 65.2 金属修復物，

補綴装置の試適 インレー メタルコア クラウン

Hisanaga
 et al.

（2014）10）

2008～
2012  40 0.0038 69.6 74.3 補綴装置の除去 クラウン インレー 矯正装置

中ノ森ら
（2015）11）

2008～
2015  19 0.0024 42.5 65.0 鋳造冠 バー インレー 10.5

金子ら
（2016）12）

2006～
2013  43  8～79 57.6 59.0 修復物の

試適時・装着時 インレー クラウン メタルコア 6.9

椙山ら
（2016）13）

1995～
2014  60 0.0029  4～87 51 50.0 修復物・

補綴装置の撤去 バーの破片 インレー クラウン 17.6

安藤ら
（2017）14）

2003～
2015  69 43.5 42.6 試適 インレー 被覆冠 メタルコア 7.4

橋本ら
（2018）15）

2011～
2016  29  8～87 補綴装置装着中 インレー クラウン メタルコア 15

馬場ら
（2019）16）

2016～
2019   8 0.0032 13～83 56.9 62.5 50.0 クラウン除去 クラウン インレー メタルコア 62.5

若江ら
（2019）17）

2010～
2017 103  4～96 クラウン バー 義歯

池上ら
（2019）18）

2010～
2018 116 36.2 修復物・補

綴物 抜去歯 切削用バー

半田
（2019）19）

2014～
2018  19 金属修復物の

除去，抜歯時 金属冠 インレー メタルコア 31.6
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術者の経験年数以外に職種，処置部位といった事故に関
連しうる背景の情報を収集したが，それらの詳細な状況
や実数を把握することができず発生率までは算出できな
かった．そのためそれら要因による差違は明確にはでき
ないが，誤飲誤嚥事故の背景には経験年数だけではな
い，さまざまな要因の関与が示唆された．実際に小野27）

は先の報告で歯科医師の属性以外の要因として，1日当
たりの患者数の多さ，保有診療台数の多さ，1人診療体
制といった就業状況が診療偶発事故の経験の有無と関連
していることも示している．
　事故の原因となった歯科処置について，補綴治療に関
連したものが多かった．他大学においても補綴装置の試
適や除去時の誤飲が多く，誤飲した異物の種類はクラウ
ンやメタルコアが挙げられていた6～19）．修復処置におけ
るインレーも同様に試適，除去時の誤飲が起こりやすい
ものと考えられる．大学病院以外を対象とした報告にお
いても，笹尾ら28）は歯科医師にアンケート調査を行った
結果，272名中 156名が異物落下事故を経験していた．
異物の種類は，インレー，クラウン，コアの順で，歯が
少数みられたと報告しており，大学病院での誤飲誤嚥事
故と類似した結果を示した．補綴装置の誤飲誤嚥事故の
防止策について，ガーゼを口腔内に置くことやリムーバ
ブルノブに結紮糸やデンタルフロスを結びつけることが
考えられている29）．また，咽頭部をガーゼで覆うことで
口腔内に落下した異物を誤飲するのを防ぐことも提唱さ
れている30）．本学では，クラウンの技工を依頼する際に
原則としてリムーバブルノブを設置するようにしてい
る．また，メタルコアについてもピンセットで把持でき
るよう咬合面にノブを付与し，装着後ノブを削合するよ
うにしている．しかし，メタルコアを把持する際にピン
セットが滑り口腔内に落下した事例もあることから，ピ
ンセットの内面に滑り止めのダイヤモンドが電着されて
いるものを使用するのが望ましいと考える．
　本研究では歯内治療，歯周治療，矯正治療といった補
綴治療以外での誤飲事故も散見された．
　歯内療法時の誤飲事故は 2症例であった．Susiniら31）

の報告では，11年以上にわたる 24,651名のフランスの
一般歯科医師を対象とした調査に基づき，保険会社 2社
によって提供されたデータについて検討した結果，10万
回の根管治療において，歯内療法器具の誤嚥の発生は
0.001回であり，誤飲の発生は 0.12回であった．根管治
療時に薬液の漏洩防止のためラバーダム防湿を行ってい
るが，歯内療法器具の口腔内落下を防止する効果もあ
り，誤飲誤嚥の予防につながっていると考えられる．
　歯周治療における誤飲事故 2症例は，すべて歯科衛生
士によるスケーリング時のインレー脱離により起こった
ものであった．スケーリングに限らず，ルートプレーニ

ングや歯間部のフロッシングでも修復装置，補綴装置の
脱離が起こることが予想される．これらの処置では，ラ
バーダム防湿は行えないため，作業中に口腔内バキュー
ムによる吸引を徹底し，脱離物が咽頭へ入る前に吸引し
たり，咽頭部にガーゼを敷いたりする対応が必要と考え
る．
　矯正治療では金属ブラケット誤飲やワイヤーの断片の
誤飲であったため，エックス線写真にて確認可能であっ
た．しかし，審美性を考慮し非金属のブラケットを使用
した場合，金属よりエックス線透過性が高いため誤飲誤
嚥の診断はより困難となることが予想される．同様の問
題は近年保険収載により使用頻度が増しているハイブ
リッドレジンブロックを用いた CAD/CAM冠による補
綴治療でも起こりうると考えられる．今後，非金属物の
誤飲への対処策が課題となる．
　誤飲した異物の転帰について，自然排出を待つものが
19例であった．当院では誤飲した異物が消化管内で確認
された場合は事故後 1週間を目途に腹部エックス線写真
を撮影し排出を確認するようマニュアルに記載されてい
る．胃腸異物の排泄について，立木ら32）は 3日目までに
53.8％，5日目までに 87.2％が自然排出されたと報告し
ている．島津ら6）は 4日以内に 67.3％，7日以内に 81.8％
が自然排出されたと報告している．また金子ら12）は排泄
確認まで平均 8.8日であり，最短 3日で最長は 51日で
あったと報告している．これらの報告はマニュアルにて
取り決めた腹部エックス線写真再撮影の期間を支持する
ものである．
　内視鏡により異物を除去したのは 4症例であった．い
ずれも胸部エックス線写真により食道や気管で異物が認
められたものである．菅原ら7）は異物の誤飲による 2症
例の死亡事例を報告している．いずれの事例も誤飲した
異物により上部食道を狭窄もしくは閉鎖させ，食道から
溢れた飲食物が気道内に誤飲され窒息にいたったと考察
している．本研究における気管内視鏡にて異物を除去し
た事例では，咽頭部にとどまっていた異物が内視鏡室へ
徒歩にて移動中に気管に落下したことで事故がさらに重
大なものとなった．当院ではこの事例を踏まえ，誤飲さ
せた患者はストレッチャーにて安静に移動させるようマ
ニュアルを変更した．これらのことから気管や咽頭部に
とどまった異物は内視鏡にて可能な限りすみやかに除去
すべきである．
　今回の事故報告では，事故発生時の患者の体位やガー
ゼ，ラバーダム防湿といった誤飲誤嚥事故の防止策の実
施について詳細が記載されていないものが多く，分析が
困難であった．今後，異物誤飲の報告書作成時に防止策
実行の有無やその詳細を報告，追記してもらうことで，
防止策の効果を検証する必要がある．また，誤飲誤嚥の
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発生率は患者 10万人当たり 2～4名と低く，施設単位で
の報告より 1～数例の事例報告が多いため，誤飲誤嚥事
故の背景因子を詳細に分析するのが難しい状態であっ
た．また，施設単位での報告においても表 3に示すとお
り，誤飲誤嚥事故に関する報告の調査期間や項目は各施
設により異なるため，他大学や医療施設と協力し共通
フォーマットにて誤飲誤嚥事故の報告をすることで事故
情報を一元管理し，横断的に事故の背景因子を分析する
ことが望ましい．

結　　論

　今回の分析の結果は以下のとおりである．
　 1．7年間の延べ患者数が655,474名であることから，
誤飲誤嚥事故の発生率は 0.0035％であった．
　 2．対象患者の年齢は 10～85歳，平均年齢は 62.0±
18.2歳であった．60歳以上の事故件数が全体の 69.6％
を占め，発生率は 0.0024％であったが，χ2検定にて 60
歳以上と 60歳未満の誤飲誤嚥の発生率に有意差を認め
なかった．性別は男性 14名，発生率は 0.0055％であり，
女性 9名，発生率 0.0024％であった．χ2検定にて男性の
誤飲誤嚥の発生率は女性と比べ有意に高かった．
　 3．当院において経験年数が 5年以下の歯科医師が起
こした誤飲誤嚥事故は全体の 47.8％であり，経験年数 5
年以上の歯科医師でも誤飲誤嚥事故を起こしていた．
　 4．誤飲誤嚥事故発生時の治療内容は，補綴装置装
着，インプラント補綴，義歯修理といった補綴治療によ
るものが多かったが，抜歯，矯正治療，歯周治療，歯内
治療中においても事故報告を認めており，治療内容は多
岐にわたった．治療部位は臼歯部が最も多く，上顎より
下顎のほうが多かった．
　 5．胸部もしくは腹部エックス線写真により異物を確
認したところ，胃にて 20症例，食道・咽頭にて 2症例，
気管にて 1症例であった．胃に発見できたもののうち 19
症例は自然排出を確認し，残りの 1症例は内視鏡下にて
摘出された．胃以外の 3症例についても内視鏡にて摘出
された．
　以上より，60歳以上の高齢者にて臼歯部の補綴治療を
行う際に誤飲誤嚥防止対策が必要であり，咽頭部への
ガーゼの使用や補綴装置のリムーバブルノブへのデンタ
ルフロスの取り付け，水平位診療を避けるといった配慮
が必要であることが示唆された．

　本論文に関して，開示すべき利益相反事項はない．
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The Survey on Accidental Ingestion and Aspiration of Dental Foreign Bodies  
at the Kyushu Dental University Hospital

NAKAMURA Taiji, MORISHITA Masaki1）, MURAOKA Kosuke1）,  
AWANO Shuji1） and KAWAMOTO Tatsuo2）

Division of Periodontology, Department of Oral Function, Kyushu Dental University
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　Abstract：Accidental swallowing or aspiration of prosthetic devices or treatment instruments in dentistry 
is a serious accident. We analyzed 23 cases of accidental ingestion and aspiration that occurred over a 7-year 
period from 2016 to 2022 at Kyushu Dental University Hospital.
　 1．The total number of patients over the 7-year period was 655,474, and the incidence of accidental inges-
tion and aspiration was 0.0035％.
　 2．The age of the target patients was 10 to 85 years, with an average age of 62.0±18.2 years. The num-
ber of accidents involving people over 60 years old accounted for 69.6％ of the total, and the incidence rate 
was 0.00244％, but there was no significant difference in the incidence of accidental aspiration between people 
over 60 years old and those under 60 years old. There were 14 male and 9 female participants. The incidence 
of accidental aspiration was significantly higher in men than in women.
　 3．Dentists with less than 5 years of experience accounted for 47.8％ of all accidental ingestion and aspi-
ration, and even dentists with more than 5 years of experience caused aspiration.
　 4．Treatment for cases of accidental ingestion and aspiration was mostly prosthetic treatment such as 
prosthetic device installation, implant prosthesis, and denture repair. Accidents were also reported during 
tooth extraction, orthodontic treatment, periodontal treatment, and endodontic treatment. The most frequently 
treated areas were the molars, and the mandible was more frequently treated than the upper jaw.
　 5．Chest or abdominal X-rays revealed foreign bodies in the stomach in 20 cases, the esophagus/pharynx 
in 2 cases, and the trachea in 1 case. Of those found in the stomach, 19 cases were confirmed to have sponta-
neously expelled, and the remaining one was removed using an endoscope. Three cases of tumors other than 
the stomach were also removed endoscopically.
　We believe that it is necessary to construct a multi-institutional database in order to conduct a more 
detailed analysis of the outbreak situation.

Key words：Ingestion, Aspiration, Medical accident
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はじめに

　近年，わが国では，経済成長が鈍化の傾向にあるとと
もに，少子高齢化が急速に進んでいる．そのため以前よ
りも医療費適正化の要請が強まるとともに，健康への関
心が高まり1），歯科医療の現場では医科歯科連携を進め
るとともに重症化予防への対応が求められるようになっ
てきた．実際に糖尿病と歯周疾患の例に見受けられると
おり，連携を進めることで医科と歯科の疾患について相互
に疾患のケアが進められて両疾患の重症化予防が進み，
医科および歯科の医療費が適正化されると期待される．
　また，政府の ICT化の推進に伴い，医療制度において
も変革が求められている．政府の組織改革においては，
2021年にデジタル庁が設置されて，政府の情報化の推進
がなされてきた．
　医療の情報化を進める一環として 2021年 10月からオ
ンライン資格確認が開始された．その後，2023年 5月に
いわゆるマイナンバー関連法等が改正され，賛否はある
ものの，健康保険被保険者証を廃止してマイナンバー
カードを利用する方向へと施策推進がされるとともに，
保険医等の資格申請の手続きの簡素化をマイナンバー

カードで行うといった対応が今後予定2,3）されている．
　さらにオンライン資格確認等システムを通じた患者情
報等の活用に係る評価として，1）医療現場においては
2022年 10月 1日から歯科の基本診療料に対して，2）医
療情報・システム基盤整備体制充実加算が 2023年 4月 1
日～同年 12月 31日までの特例として，点数の引き上げ
が実施されている．
　また，マイナンバーカードやマイナポータルのウェブ
サイトから，過去の医薬品の投与情報や特定健診・特定
保健指導の受診の状況，そのほかの健診の受診結果につ
いても閲覧ができるよう整備が進みつつある．オンライ
ン資格確認を含む一連の改革により，歯科医療機関が医
科医療機関での治療状況や地域や職域での健診の結果を
瞬時に評価できることになり，医科歯科連携の対応方法
が変化することとなる．
　さらに，政府の内閣官房で 2022年 11月に行われた第
1回医療DX推進本部幹事会の配布資料4）によると，医療
DXの推進によって将来的には広範な情報が検索可能と
なる「全国医療情報プラットフォーム」（＝レセプト・特
定健診等情報に加え，予防接種，電子処方箋情報，自治
体検診情報，電子カルテ等の医療（介護を含む）全般に
わたる情報について共有する全国的なプラットフォー
ム）が整備されると想定されている．
　そのため政府の制度改正の動きは，歯科医療管理学の
今後の調査研究において大きな影響があるのは必至で，
学会活動も影響を受ける側面がある．今の段階では，
2023年 6月に政府の内閣官房が所管している経済財政諮
問会議において，経済財政運営と改革の基本方針 20235）

が示されていることから，医科歯科連携に関係する部分
を中心に，本誌で今後の学問的展望を含め視点として触
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医科歯科連携の推進と歯科医療管理学の展望
―経済財政運営の改革の基本方針 2023を踏まえ―

Prospects for Dental Health Care Management Science and Essential for Promote Care for Medical-Dental 
Cooperation：Based on the Basic Policies for Economic and Fiscal Management Reforms 2023
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れることとした．

経済財政運営と改革の基本方針とは

　「経済財政運営と改革の基本方針」（以下，基本方針と
する）とは，国の政策の基本的方向性を示すもので，こ
の基本方針をもとにして，国の予算要求や制度改正等が
行われ，歯科診療報酬改定の方向性が触れられることも
ある．この基本方針は骨太方針とも呼ばれ，首相が議長
を務める経済財政諮問会議において策定作業が進められ
るのが通常であり，会議のメンバーは財務大臣や経済産
業大臣，そのほかの関係閣僚，日本銀行総裁，経済人や
学者による民間議員で構成されている．
　通常，医療関係の政策については，この基本方針で示
されたものについて，次年度以降の予算に反映されると
ともに，審議会等の議論に活用される場合が多いことか
ら，歯科医療管理学の領域における学会活動や調査研究
活動に大きく影響すると考えられる．

医科歯科連携等についての経済財政運営と改革の 
基本方針 2023での提言

　主に歯科関係者を意識した記載の内容であり，今まで
も医科歯科連携について記載がされてきた．表 1に示す
とおり，今回の基本方針でも触れられているが，2023年
6月に閣議決定された経済財政諮問会議の提言5）では，
昨年と同様に医科歯科連携について，関係職種，関係機

関の間での連携を進めて，歯科保健医療提供体制の構築
に取り組むことが提言されている．また，そのほかにも
歯科衛生士，歯科技工士等の人材の確保の必要性も触れ
られている．
　そもそも医科歯科連携は，関係機関と関係職種との連
携から成り立つものである．医療提供体制を踏まえる
と，医療と介護との連携が重視され，医療介護のサービ
スを進める視点からの機能分化と人材確保，デジタル技
術の進展に対応した改革が求められている．そのため歯
科の領域でも，歯科診療所と介護保険サービスを提供す
る介護施設との間で同様の対応が求められると考えられ
る（表 2）．
　また，歯科医療の現場でも，図 1に示すようにオンラ
イン資格確認を可能とする環境整備が進められてい
る3）．診療報酬においては，いわゆる医療情報・システ
ム基盤整備充実加算により初再診料の2点加算が2023年
12月まで行われている．
　さらに，これらの制度を推進していくため，デジタル
技術の進展に伴い，内閣官房に 2022年 10月に医療 DX
推進本部が設置された．オンライン資格確認のさらなる
発展段階として，オンライン資格確認の用途を拡大した
り，電子カルテの導入が進められる．また，母子保健や
学校保健，成人保健，介護の現場等での健診結果等の情
報の共有を想定した前述の「全国医療情報プラット
フォーム」（図 2）を将来的に創設していくことが基本方
針に示されている（表 3）．
　一連の政策推進の動きを踏まえ，2024年の次期診療報

表　1　医科歯科連携に関する基本方針 2023での記載について

第 4章　中長期の経済財政運営
2．持続可能な社会保障制度の構築

（社会保障分野における経済・財政一体改革の強化・推進）
　全身の健康と口腔の健康に関する科学的根拠の集積・活用と国民への適切な情報提供，生涯を通じた歯科健診（いわゆる国
民皆歯科健診）に向けた取組の推進，オーラルフレイル対策・疾病の重症化予防につながる歯科専門職による口腔健康管理の
充実，歯科医療機関・医科歯科連携を始めとする関係職種間・関係機関間の連携，歯科衛生士・歯科技工士等の人材確保の必
要性を踏まえた対応，歯科技工を含む歯科領域における ICTの活用を推進し，歯科保健医療提供体制の構築と強化に取り組
む．また，市場価格に左右されない歯科用材料の導入を推進する．

文献5）より改変

表　2　医療・介護サービスの提供体制について

第 4章　中長期の経済財政運営
2．持続可能な社会保障制度の構築
 　（社会保障分野における経済・財政一体改革の強化・推進）
　医療・介護サービスの提供体制については，今後の高齢者人口の更なる増加と人口減少に対応し，限りある資源を有効に活
用しながら質の高い医療介護サービスを必要に応じて受けることのできる体制を確保する観点から，医療の機能分化と連携
の更なる推進，医療・介護人材の確保・育成，働き方改革，医療・介護ニーズの変化やデジタル技術の著しい進展に対応した
改革を早期に進める必要がある．

文献5）より改変
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酬改定では，介護改定と障害福祉サービス等との同時改
定が 6年ぶりに行われる．前述した医科歯科連携を含む
医療連携の動きを踏まえつつ，医療，介護，障害サービ
ス等の連携が，今回の改定課題として位置づけされるこ
ととなる．
　このように，医科歯科連携の具体的な対応を含め医療
現場に影響するのは必至で，歯科医療管理学における学

会活動，調査研究活動等においても影響があり，見直し
が反映される課題の一つになりうると考える（表 4）．
　社会保障制度の適切な運営を図るため，歯科診療報酬
改定6）における基本方針では，2016年度改定以降，歯科
疾患の重症化予防について位置づけがなされ，対応が求
められるようになり，ICT化の流れとも関連してくる
が，誌面の都合上本稿では詳細を省略する．

図　1　オンライン資格確認と医療情報の活用（文献15）より引用）

図　2　全国医療情報プラットフォームの将来像（文献4）より引用）
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　もちろん，急速な高齢化により医療費適正化要請や健
康の関連サービスの充実要請が強まっていることに伴
い，医科歯科連携がベースとなって施策が進められてい
る側面は否定できない．また，保健医療政策の側面では，
重症化予防を進めていく視点とともに生涯歯科健診（い
わゆる国民皆歯科健診）に向けた取り組みの推進につい
ても位置づけがされていることは触れておきたい．

今後求められる対応はなにか 
―新規の柱として医療機関運営への対応と歯科医療管理

学会としての関連の指針策定―

　医療費適正化と健康サービスの充実がなされるように
なる医科歯科連携の位置づけについては，2018年に発刊
された『新版歯科医療管理』7）では，医療連携の一つとし
て位置づけられ，事例の紹介がされており，医療技術評
価提案において関連の技術提案がなされているのが実情
である．
　医科歯科連携は，少子高齢化の進行や医療従事者の養
成の推移，デジタル技術の進展に伴うオンライン資格確
認の新たな展開等の課題とともに，近年，急速に歯科医
療の現場での対応が求められるようになってきている新
たな課題である．そのため，歯科医療の現場が円滑に対
応できるように，歯科医療管理学の分野において，今後
の調査研究を進めることが求められる課題の一つである
と考える．
　最近の傾向として，医療技術の評価・再評価を行うに

あたって，個々の専門学会において個々の医療技術につ
いての指針を定めるのが一般的となっている．
　本学会は，日本歯科医学会の専門分科会に位置づけが
されていることから，本学会の常置委員会である医療保
険・地域医療検討委員会の医療保険担当委員が中心と
なって，医学管理等の医療技術評価・再評価に対し毎回
の診療報酬改定に先立ち，提案を行っている．そのほか，
厚生労働省の中央社会保険医療協議会（中医協）から，
選定療養（歯科の場合は金属床総義歯が適用）について
も今後の対応について意見を求められるため，定期的に
対応してきている．
　しかしながら，専門分科会に属している各学会では，
個々の医療技術に対する指針等が定められており，医療
技術評価・再評価の希望書を出すにあたって各学会が指
針等を定めている場合は，指針の記載内容により提案を
行うことが可能となる．そのため，歯科医学管理の側面
での技術の位置づけが可能であれば，歯科医療管理学で
の必要事項を記載した指針を定めることで，技術評価の
対応が行いやすくなる可能性が考えられる．これらは今
後の課題として位置づけられる余地があるのではないか
と推察される．
　なお，最近の医療政策の推移8～11）や本学会が世間に示
してきた教科書7）の内容等からみると，指針を定める場
合には，歯科医療提供が開業医を中心に行われている業
界特性を踏まえ，医療安全，医療倫理のほかに，医療安
全等を進める前提となる医療機関の適切な運営管理（経
営管理や税制，人材確保の前提となる働き方改革を含

表　3　医療 DXの推進と全国医療情報プラットフォームの創設

第 4章　中長期の経済財政運営
2．持続可能な社会保障制度の構築
 　（社会保障分野における経済・財政一体改革の強化・推進）
　○ 医療DX推進本部において策定した工程表に基づき，医療DXの推進に向けた取組について必要な支援を行いつつ政府を
挙げて確実に実現する．

　○ マイナンバーカードによるオンライン資格確認の用途拡大や正確なデータ登録の取組を進め，2024年秋に健康保険証を
廃止する．

　○ レセプト・特定健診情報等に加え，介護保険，母子保健，予防接種，電子処方箋，電子カルテ等の医療介護全般にわたる
情報を共有・交換できる「全国医療情報プラットフォーム」の創設及び電子カルテ情報の標準化等を進めるとともに，
PHRとして本人が検査結果等を確認し，自らの健康づくりに活用できる仕組みを整備する．

文献5）より改変

表　4　2024年度診療報酬改定および令和 6年度予算編成に向けての対応

　次期診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の同時改定においては，物価高騰・賃金上昇，経営の状況，支え手が減
少する中での人材確保の必要性，患者・利用者負担・保険料負担への影響を踏まえ，患者・利用者が必要なサービスが受けら
れるよう，必要な対応を行う．その際，第 5章 2における「令和 6年度予算編成に向けた考え方」を踏まえつつ，持続可能な
社会保障制度の構築に向けて，当面直面する地域包括ケアシステムの更なる推進のための医療・介護・障害サービスの連携
等の課題とともに，以上に掲げた医療・介護分野の課題について効果的・効率的に対応する観点から検討を行う．

文献5）より改変
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む），他機関・他職種との連携，患者の医療情報の管理，
ICT化の進展による患者サービスの向上への対応等の課
題が含まれうるのではないかと考える．
　また，調査研究を行うべき分野の一例としては，患者
サービスの向上，オンライン資格確認を踏まえた患者情
報活用による歯科診療の研究，医療と介護の連携分析，
NDBの解析，口腔と全身とのかかわりについての新た
な調査研究，歯科医療従事者の確保，歯科診療所の適切
な運営を図るための調査（経営税務を含む），歯科医療安
全や倫理，医科歯科連携の推進等の幅広い関連のテーマ
が想定されるのではないだろうか．概要は表 5にまとめ
た．

おわりに 
―中長期的な医科歯科格差の解消に向けて―

　本稿では，国の基本方針での提言内容をもとに，今後
歯科医療管理学で求められるであろう対応について医科
歯科連携を主体に触れた．あくまでも2023年の基本方針
を踏まえて，どちらかというと短期的な対応について触
れている．短期的対応については，今後歯科医療管理学
分野の指針等を整備することが一つの方策となりうるの
ではないだろうか．ただし，歯科医療管理学での調査研
究の対応を考えていくうえでは，中長期的な視点に立っ
た対応が求められるのは，否定の余地がない．特に歯科
医師会からの政府要望12,13）や国の検討会等での意見
等14～16）を踏まえると，医科歯科連携の推進を図るうえ
で，本質的には医科と歯科の格差がほとんど存在せず，
対等に話し合いができる環境整備が必要であり，そのた
めには歯科医療従事者の養成制度における抜本的な対応
が必要だと考えられる．
　たとえば歯科医療従事者における必要な対応として，

歯科医師需給問題と卒直後の歯科医師の臨床研修の年限
が医科に比べ短く，1年のままであることが挙げられる．
そのほか，歯科技工士の確保が困難であること，歯科技
工士教育の修業年限が 2年のままであることが課題の一
部として挙げられる（その他医療関係職種は，ほとんど
が 3年である）．
　円滑な医科歯科連携を進めるうえで，事実上の教育年
限の年数が同一でないのは，連携推進の足かせとなり，
本来は是正されるべき余地がある．もちろん根拠づけと
環境整備が必要な課題であることは間違いない．
　高齢者における在宅での歯科診療が増えていること
や，歯の喪失に対する一般医科の最近の調査研究等か
ら，歯の喪失防止への機運が高まっている状況等をみる
と，医科歯科連携の円滑な推進において歯科医師の資質
向上を図るとともに，一定数の歯科医師を輩出する対応
が適切であることは，いうに及ばない．
　たとえば，歯科医師臨床研修の年限を今の 1年から 2
年に延長することで新規参入歯科医師数を抑制し，その
ぶん歯科医師国家試験合格者の増加による合格率の引き
上げに当てて，10年程度，一時的に引き上げることで充
当するといった対応ができれば，ある程度解決が可能で
あると考える．その場合，臨床研修の年限延長に要する
財源として消費税引き上げの際の税収増加分を利用する
等の工夫がなされれば可能となるが，歯科医療関係者の
多様な視点での理解を含め，相応のハードルをクリアす
る必要があるだろう．
　また，医療費適正化要請が強まるなかで，一例を挙げ
れば，在宅歯科診療の距離規制について，歴史的，医療
経済的な背景の知見整理が必要であり，医科と歯科の共
通評価部分に対して，新たな医科歯科格差が生じること
のないように，引き続き適切な対応が必要となることは
忘れてはならない．

表　5　経済財政運営の改革の基本方針 2023の主な提言内容と望まれる対応

経済財政運営と改革の基本方針の主な提言内容
（主に歯科医療との関連性が高い内容） 求められる対応

○ 医科歯科連携に関する関係職種間，関係機関の
連携（薬局等との連携を含む）

○歯科衛生士，歯科技工士の人材確保の必要性
○歯科技工士を含む歯科領域の ICTの活用
○ 歯科保健医療提供体制の構築と強化（一般医療の
関連性が強く歯科が含まれる内容）

○医療の機能分化と連携の推進
○デジタル技術の進展に対応した改革
○マイナンバーカードの用途拡大
○ PHRならびに，全国医療情報プラットフォーム

患者さんの利益保護
医科歯科連携の推進
歯科医療従事者確保
ICT化への対応
ビッグデータ取り扱い
医療安全等について
・事例収集の推進
・必要な情報収集
・さらなる調査研究の推進
・指針等の策定
・教科書の改定
　を実施
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　今後，医科歯科連携を円滑に進めていくうえで歯科保
健医療提供についての制度運営が適切に進められるよ
う，歯科医療管理学の分野で必要な調査研究を進めてい
くことが求められているのではないだろうか．
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buto/2023/2023_basicpolicies_ ja.pdf（最終アクセス日：
2023年 7月 24日）．

 6） 厚生労働省：診療報酬関連情報，https://www.mhlw.
go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou 
hoken/newpage_21053.html（最終アクセス日：2023年
9月 5日）

 7） 日本歯科医療管理学会，編：新版歯科医療管理，医歯薬
出版，東京，2018．

 8） 日本医療政策機構：日本の医療政策―第 2版―，
https://japanhpn.org/wp-content/uploads/2019/10/
JHPN_JPN_2019.pdf（最終アクセス日：2023年 9月 5日）

 9） 厚生労働省：中央社会保険医療協議会　第 504回総会議
事次第，https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/ 
000868147.pdf（最終アクセス日：2023年 9月 5日）

 10） 上條英之：最近のわが国における歯科医療政策のトピッ
クス①～地域包括ケアと新たな財政支援制度の創設と歯
科医療～，歯科学報，115：18～23，2015．

 11） 上條英之：最近のわが国における歯科医療政策のトピッ
クス③～医療費適正化施策の動きと歯科保健医療サービ
スの展望～，歯科学報，115：202～209，2015．

 12） 日本歯科医師会：令和 5年度（2023年度）制度・予算要
望書　https://www.jda.or.jp/jda/release/detail_191.
html（最終アクセス日：令和 5年 9月 5日）

 13） 日本歯科医師会，令和 6年度（2023年度）制度・予算要
望書　https://www.jda.or.jp/jda/release/cimg/2023/
r5-7-14_r6seidoyosan1.pdf（最終アクセス日：2023年 9月
5日）

 14） 厚生労働省：「歯科医師の資質向上等に関する検討会」中
間報告書～「歯科保健医療ビジョン」の提言～，https://
www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku- 
Soumuka/0000189586.pdf（最終アクセス日：2023年 9月
5日）

 15） 厚生労働省：歯科技工士の養成・確保に関する検討会報
告書，https://www.mhlw.go.jp/content/10804000/ 
000616585.pdf（最終アクセス日：2023年 9月 5日）

 16） 厚生労働省：歯科医師の需給問題に関する論点整理
（案），https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai- 
10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000120873.pdf（最終アク
セス日：2023年 9月 5日）

　著者への連絡先：上條英之　〒 101‒0061　東京都千代田区
神田三崎町 2‒9‒18　東京歯科大学歯科社会保障学
電話　03‒6380‒9286
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　第 64回日本歯科医療管理学会総会・学術大会は，メ
インテーマを「歯科医療管理学会はどこを目指すの
か　―教育，専門医の視点から―」として，令和 5年 7
月 14日（金）～16日（日）（14日は社員総会）にじゅう
ろくプラザにおいて，4年ぶりの現地かつ懇親会開催の
フルスペックでの開催となりました．おかげさまで 200
名を超す先生方にご参加いただきました．
　学術大会初日には，本学会学術大会初の企画として，
一般社団法人日本デジタル歯科学会との共催講演「医療
の電子化・標準化で見える新しい景色　―オンライン資
格確認，電子処方箋，その次―」を玉川裕夫先生（大阪
大学大学院歯学研究科）に行っていただきましたが，興
味深い演題だったのか初日の午前中にもかかわらず多数
の先生方が参加されていました．お昼からはメインテー
マ決定にいたった経緯を大会長講演として私がお話しさ
せていただきました．その後特別講演 1として，京都大
学教授の今中雄一先生に「医療管理学の人材育成とビッ
グデータ：歯科医療管理学のポテンシャル」についてご
講演をいただき，本学会の専門医についてのご示唆をく
ださいました．シンポジウム 1では，「歯学部における歯
科医療管理学教育の現状と課題」について，福泉隆喜先
生（九州歯科大学），山本龍生先生（神奈川歯科大学），
平田創一郎先生（東京歯科大学），藤井一維先生（日本歯
科大学）の各先生で討議し，結論は歯科医療管理学の講
義を行っていない大学が多いことが問題であり，今後の
本学会の対応が望まれました．初日最後は女子プロゴル
ファーとして解説者として長年活躍されている，朝日大
学体育会ゴルフ部スーパーバイザーの森口祐子様をお招
きして「ゴルフから学んだこと」と題して，プロゴル

ファーを目指した経緯やその後のゴルフ人生についてた
いへん興味深いお話をお聞きすることができました．
　懇親会には約 110名が参加し，皆様と楽しい時間を過
ごすことができました．懇親会の後は，参加者の皆様に
は柳ヶ瀬に繰り出し岐阜の夜を楽しんでいただいたよう
です．
　2日目の特別講演 2では，一般社団法人日本歯科専門
医機構理事長の今井裕先生から「日本歯科専門医機構の
挑戦　―新たなる歯科専門医の制度設計に挑む―」と題
して機構の成り立ち，歯科専門医に関する最新の情報を
お聞きできました．シンポジウム 2では，「基本領域以外
の歯科専門医の未来」について，本年専門医への移行が
実施された一般社団法人日本スポーツ歯科医学会の立場
から安井利一理事長に，専門医への移行を協議している
一般社団法人日本口腔リハビリテーション学会の立場か
ら覚道健治前理事長に，日本歯科専門医機構の会員なが
ら専門医への移行が未定の一般社団法人日本歯科医療管
理学会の立場から尾﨑哲則理事長にそれぞれの学会が志
向する専門医についてご講演いただき，活発な討議がな
されました．
　学術大会の最後は，認定医研修会「地域包括ケアシス
テムとかかりつけ歯科医機能」を平田創一郎先生（東京
歯科大学）に行っていただき，最後まで多くの先生方が
講演を聴かれていました．閉会の辞を川上智史先生（北
海道医療大学）に行っていただき，3日間の総会・学術
大会を無事に終えることができました．これもご参加の
先生方のご協力の賜物と思います．
　本当に有難うございました．

娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃大会報告

第 64回日本歯科医療管理学会総会・学術大会を終えて

会期：令和 5年 7月 14日（金）～16日（日）
場所：じゅうろくプラザ（岐阜市文化産業交流センター）

第 64回日本歯科医療管理学会総会・学術大会
大会長　山 内 六 男

娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃
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令和 4年度日本歯科医療管理学会学会賞を受賞して
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このたびは優秀論文賞に選出いただき，ありがとうござ
いました．
　国は医療分野でのデジタルトランスフォーメーション

（DX）を通じたサービスの効率化・質の向上の実現を目
指して，内閣府に医療 DX推進本部を設置し，令和 5

（2023）年 6月 2日には「医療 DXの推進に関する工程
表」が決定されています．
　「医療のデジタルトランスフォーメーション政策にお
ける日本のデジタル歯科医療の現状分析」と題する著者
と尾﨑哲則氏との共同研究では，わが国の歯科医療のデ
ジタルトランスフォーメーションを俯瞰することを試み
ました．歯科医療の技術的な変化，データを核とした院

内の医療管理と地域の医療（介護）連携という枠組みで
捉えると，院内の DXは進んでいるものの，地域での保
健・医療・介護分野で発生する情報を活用していくとい
う面では，いまだ取り組みが進んでいないという状況や
地域差があることがみえてきました．
　このような研究を日本歯科医療管理学会の優秀論文と
して評価いただいたことは，歯科医療管理も変わりつつ
あることが意識されているからと推察いたします．令和
6年度診療報酬改定に向けた第 553回中央社会保険医療
協議会での論点整理の資料の（かかりつけ医機能・医療
機関連携）の項に“安心・安全で質の高い医療提供は医
療 DXの最大の目的であり期待される効果”という意見
が掲載されています1）．これは，歯科医療においても同
様でしょう．歯科医療の提供主体は歯科診療所という特
性を活かしつつ，歯科界全体で医療 DXに取り組んでい
くための方策を探求する試みを続けて参ります．

　1） 厚生労働省：令和 6年度診療報酬改定に向けた議論
の概要，https ://www.mhlw.go . jp/content/ 
12404000/001141091.pdf（最終アクセス日：2023年
9月 21日）

　このたびは，令和 4年度日本歯科医療管理学会賞をい
ただきありがとうございました．思いがけない受賞で驚
きましたが，光栄に思っております．審査，推薦いただ
いた先生方ありがとうございました．また，わが国では
発展途上の分野である医療コミュニケーションに関する
研究について評価していただいたことに，重ねて感謝申
し上げます．
　私はこれまで，医療コミュニケーションの重要性を認
識し，さまざまな研究テーマに取り組んできました．そ
の一つとして，医療現場における説明場面に着目し，自
記式質問票を用いて，医療者‒患者コミュニケーション
に関する調査を行ってきました．また，医師や歯科医師
の説明義務に関する研究を行い，歯科医師の法的責任に
関する因子について明らかにしました．

　さて，2020年に実施された「歯科医療に関する一般生
活者意識調査」によると，回答者の約 8割が歯科医療に
満足しており，その主な理由として「治療が丁寧で上手」
が最も多く，次に「わかりやすく説明してくれる」が多
かったことが報告されています．近年，高齢化の進行に
よってわが国の歯科医療をとりまく環境が変化していま
す．患者全体に占める高齢者の割合が増加し，歯科医療
における医療者‒患者コミュニケーションについても，
そのあり方に転換が求められています．
　このような背景を受け，歯科医療における歯科医師の
説明に着目し，本研究の目的を「患者の説明に対する満
足度に関して，年代による違いや関連要因について明ら
かにすること」としました．結果からは予想と反して，
高齢者の歯科医療に対する満足度は高いことが明らかと
なりました．一方，より若い世代では，その年代に合わ
せたわかりやすい説明やコミュニケーションが必要であ
ることが示唆されました．また，歯科医師の説明への満
足度と，歯科医師の印象および定期的な歯科受診につい
て有意な関連がみられました．
　歯科医療における説明やコミュニケーションに関して
は取り組むべき問題が山積みであり，今後，さらなる知
見を積んでいきたいと考えています．

歯科医療における歯科医師の説明

九州女子大学
濱嵜朋子

歯科医療のデジタルトランスフォーメーションを 
俯瞰する試み

―学会賞　優秀賞を受賞して―

ヘルスケアリサーチ株式会社
野村眞弓
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＜庶務報告＞
1．会員現況
　令和 5年 9月 30日現在，正会員 1,019名，団体会員
31団体，維持会員 5社，賛助会員 9社である．令和 5年
5月 1日から令和 5年 9月 30日までの入会者は一般会員
67名，団体会員 2団体である．

2．主な動き（令和 5年 5月 1日～9月 30日）
5月 12日（金）第 1回編集委員会／Web開催
5月 23日（火）第 2回編集委員会／Web開催
5月 27日（土）監査会／口腔保健協会会議室
5月 27日（土） 第1回常務理事会／口腔保健協会会議室

会務だより （令和 5年 5月 1日～令和 5年 9月 30日）
専務理事　柴 垣 博 一

入会者の名簿
（令和 5年 5月 1日～9月 30日）

入会日 氏名 所属
2023/5/1 井川陽子 日本歯科大学付属病院矯正歯科
2023/5/1 加藤智崇 日本歯科大学附属病院総合診療

科
2023/5/1 神谷洋子 （医）神光会　神谷デンタルクリ

ニック
2023/5/1 小林さくら子 日本歯科大学新潟生命歯学部歯

科矯正学講座
2023/5/1 小宮山高之 こみやま歯科医院
2023/5/1 佐久間重光 愛知学院大学歯学部冠橋義歯・

口腔インプラント学講座
2023/5/1 菅原　孝 ファミリア歯科
2023/5/1 杉浦石根 ホワイト歯科クリニック
2023/5/1 中嶌誠治 中島歯科医院
2023/5/1 平野哲也 （医）湘仁会　ひらの歯科医院
2023/5/1 丸山智美 金城学院大学生活環境学部食環

境栄養学科
2023/5/1 三須邦彦 三須歯科医院
2023/5/1 山下　宗 （医）詩慶会　やました歯科医院
2023/5/1 横山佳子 田尻下歯科医院
2023/5/8 稲川祐成 いながわクリニック
2023/5/12 藤浦光汰 北海道医療大学歯学部歯学科ク

ラウンブリッジ・インプラント
補綴学分野

2023/5/18 志野久美子 鹿児島大学病院歯科総合診療部
2023/5/22 石榑大嗣 朝日大学 PDI岐阜歯科診療所
2023/5/22 水田　勝 （医）心誠会　あらき野歯科クリ

ニック
2023/6/1 内堀典保 （一社）愛知県歯科医師会
2023/6/2 石田眞南 （株）デンタルタイアップ
2023/6/2 畠山知子 （株）デンタルタイアップ
2023/6/2 平石美和子 （株）デンタルタイアップ
2023/6/2 藤田昭子 （株）デンタルタイアップ
2023/6/2 松本祐介 まつもとデンタルクリニック
2023/6/2 宮本麻美 （株）デンタルタイアップ
2023/6/11 間下文菜 朝日大学医科歯科医療センター

包括支援歯科医療部
2023/6/12 石戸善一郎 石戸歯科医院
2023/6/14 松川優貴也 北海道医療大学歯科クリニック

2023/6/16 古澤なつき 朝日大学 PDI岐阜歯科診療所
2023/6/26 金田俊彦 かねだ歯科医院
2023/6/27 堀田正人 朝日大学
2023/7/4 広瀬佐都子 とまと歯科クリニック
2023/7/5 半田俊之 東京歯科大学水道橋病院歯科麻

酔学講座
2023/7/7 沼田和治 うぐるす歯科医院
2023/7/8 青木　誠 青木歯科医院
2023/7/13 永井健夫 （一社）島根県歯科医師会西部口

腔保健センター
2023/7/19 医療法人　聖心会＊
2023/7/20 花形哲夫 花形歯科医院
2023/7/28 川﨑　博 川﨑歯科
2023/8/10 田部雅樹 まさき歯科クリニック
2023/8/10 又吉誉章 （医）湘誉会　又吉歯科医院
2023/8/16 松尾宗一郎 まつお歯科医院
2023/8/24 一般社団法人　宮城県歯科医師会＊
2023/8/25 後藤哲人 （医）後藤歯科医院
2023/8/28 齋藤謙治郎 さいとう歯科医院
2023/8/31 三分一福展 よこがわ歯科
2023/9/4 安達昌泰 安達歯科医院
2023/9/4 飯田雄太 飯田歯科医院
2023/9/4 石割裕三 岡山県
2023/9/4 今井裕一 セントラル歯科・矯正歯科
2023/9/4 小坂田靜二 小坂田歯科医院
2023/9/4 粕山健太 かすやま歯科クリニック
2023/9/4 河田有祐 （医）あかり歯科クリニック
2023/9/4 小林寛也 えまキッズデンタルクリニック
2023/9/4 佐藤公麿 さとう歯科クリニック
2023/9/4 佐藤ゆかり ゆかり歯科クリニック
2023/9/4 角南善章 スナミ歯科医院
2023/9/4 洲脇道弘 クレオ歯科・矯正歯科
2023/9/4 園田伸介 そのだ歯科医院
2023/9/4 丹治義之 よし歯科医院
2023/9/4 中田浩昌 （医）中田歯科クリニック
2023/9/4 難波信也 難波歯科クリニック
2023/9/4 松島章子 まつしま歯科
2023/9/4 丸濵功太郎 はすのは歯科
2023/9/4 宮地恭祐 （医）光之会　宮地歯科
2023/9/4 椋代達典 椋代歯科医院
2023/9/11 大栗重彦 くりの木歯科医院
2023/9/11 平田敦司 ひらたデンタルクリニック
＊は団体会員
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5月 19日（金） ～5月 25日（木）認定医資格認定審査
会／メール会議

6月 18日（日）第 1回理事会／口腔保健協会会議室
7月 14日（金）第 2回常務理事会／じゅうろくプラザ
7月 14日（金）第 2回理事会／じゅうろくプラザ
7月 14日（金）社員総会／じゅうろくプラザ
7月 14日（金）学術・教育委員会／じゅうろくプラザ
7月 14日（金）認定医制度委員会／じゅうろくプラザ
7月 14日（金）医療情報委員会／じゅうろくプラザ
7月 14日（金）医療保険委員会／じゅうろくプラザ
7月 14日（金） 地域医療検討委員会／じゅうろくプラザ
7月 14日（金） 諸規則等運用委員会／じゅうろくプラザ
7月 14日（金）広報委員会／じゅうろくプラザ
7月 14日（金） ～16日（日）第 64回総会・学術大会／

じゅうろくプラザ
7月 16日（日） 認定医筆記試験・指導医面接試験・認定

医資格認定審査会╱じゅうろくプラザ
8月 15日（火）第 1回三役会╱口腔保健協会会議室
8月 29日（火）第 3回編集委員会╱Web開催
9月　4日（月）第 2回三役会╱Web開催

＜会計報告＞
1．令和 4年度決算書の要点

［収入の部］
1． 入会金は，正会員 100名，団体会員 3団体，賛助会
員 1社を見込んだが，正会員 76名のみの入会にとど
まり，団体会員，賛助会員の入会はなかった．その
結果予算比 71.0％（△ 93,000円）と減少している．

2． 会費のうち，維持会費は 100％の納入であったが，
正会員年度会費収入は予算比 90.8％（△ 1,24,000
円），賛助会費は予算比 81.8％（△ 60,000円）の収
入にとどまった．

3． 事業収入のうち，掲載・別刷代は論文投稿数が見込
みより少なく，予算比 42.8％（△ 858,040円）の収
入であった．第 57巻第 4号掲載・別刷代 205,920円
は未収金計上し，令和 5年度収入に含める予定であ
る．

4． 認定医事業収入のうち申請料・更新料は，認定医新
規申請 10名，指導医新規申請 2名，認定士新規申請
5名と認定医未更新者 3名，令和 4年度認定医更新
対象者 57名のうち 80％の更新者を見込んだが，認
定医新規申請 6名，指導医新規申請 2名，認定医更
新申請 34名であったため，予算比 65.1％（△
225,000円）の執行率にとどまった．

［支出の部］
1． 事業費は，雑誌発行費が予算比 93.4％（△ 384,626
円）の執行であったが，委員会活動費はできるかぎ

りWeb会議での実施としたことから，予算比 5.7％
の支出にとどまり，事業費全体で 90.4％の支出に抑
えられた．

2． 認定医事業費は，申請者数減に伴いかかる経費も減
少したためトータルで 59.9％の執行率であった．

3． 会議費は，Web会議システムの活用により，交通費
を予算比 10.2％（△ 646,900円）に抑えることがで
きた．

4． 事務費においては，Web会議の増加により資料印刷
数が減少し事務印刷費が予算比 59.3％，通信費は予
算比 61.1％の予算執行にとどまった．

2．令和 5年度予算書の要点
《令和 5年度予算（案）の要点》
　過去の実績を考慮し，令和 4年度の事業計画との兼ね
合いにより予算編成を行った．

［収入の部］
1． 入会金は，令和 5年度の新規入会【正会員 100名

（300,000円）＋団体会員 3団体（18,000円）＋賛助会
員 1社（3,000円）】の納入を見込み 321,000円とし
た．

2． 会費中年度会費は，前年度の前受金（188,000円）＋
新規入会者 100名＋新規団体会員 3団体＋前年度末
会員数の約 92％程度の納入および過年度未収分
600,000円の納入を見込み，前年度比 20,000円増と
した．

3． 会費中賛助会費は，9社分 270,000円と新規入会分
の 30,000円の納入を見込み 300,000円とした．

4． 日本歯科医学会助成金は，前年度実績により
396,000円とした．

5． 認定医事業収入は令和 2年度，令和 3年度実績等考
慮し，認定医申請者数 10名，指導医申請者数 2名，
認定士申請者数 5名，認定医登録者数 10名，指導医
登録者数 2名，認定士登録者数 5名を見込み，また，
令和 5年度認定医更新 14名，指導医更新 14名，認
定士更新 2名が更新するものと見込んで算出した．

　　 認定医研修会受講者について，本部での研修会受講
者は 100名，各地域での受講者は 50名の参加を見込
み 450,000円とした．

6．学術大会事業収入　5,000,000円
　　学術大会事業の予算を本会予算に計上した．

［支出の部］
1． 事業費中，委員会活動費は各委員会予算計画および
令和4年度実績，および委員会構成に基づき算出し，
地域関連団体活動助成金は令和 5年 4月末の各地方
会会員数に基づき算出した．また，ウェブサイト関
係費は外部サイトのサーバーは昨年度と同額とした．
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2． 認定医事業費中，事務委託費は前年度同様，申請 1
件当たり 2,000円（税抜）で計算した．認定医更新
対象者が昨年度より少ないことから，事務印刷費
100,000円（前年度予算比 100,000円減），通信費
20,000円（前年度予算比 15,000円減），とし，認定
医研修会開催費は研修会開催費は本部開催と地域関
連団体 7団体での開催を見込み 260,000円とした．

3． 会議費について，理事会や社員総会，常務理事会の
開催会場費に加え，Zoom契約料を計上した．

4． 事務費中，事務委託費は前年度同様，330,000円×
12カ月を計上した．通信費，事務印刷費は前年度実
績を考慮し減額した．

5． 学術大会関係費…5,000,000円
　　 学術大会費用の予算を本会予算に計上した．
6． 日本歯科医学会関係費は，実績に基づき日本歯科医
学会分担金と（一社）日本歯科医学会連合会費（昨
年度 9月末会員数×@300円）を計上した．

＜その他＞
　尾﨑哲則氏が次期理事長（任期：令和 6年度社員総会
より令和 8年度社員総会まで）として選出された．
　髙橋義一先生を令和 6年社員総会からの名誉会員とし
て推戴し，社員総会にて承認された．

＜地域関連団体報告＞
＜北海道歯科医療管理学会＞
2023年度（第 31回）総会・学術大会
日　時／2023年 11月 23日（木・祝）
会　場／北海道歯科医師会館

＜みちのく歯科医療管理学会＞
2023年度（第 5回）総会・学術大会
日　時／2023年 10月 22日（日）
会　場／宮城県歯科医師会館

＜関東甲信越歯科医療管理学会＞
2023年度（第 29回）総会・学術大会
日　時／2023年 11月 12日（日）
会　場／神奈川歯科大学附属横浜クリニック

＜東海歯科医療管理学会＞
2023年度（第 27回）総会・学術大会　
※第 64回全国大会と併催
日　時／2023年 7月 15日（土）～16日（日）
会　場／じゅうろくプラザ

＜近畿北陸歯科医療管理学会＞
2023（令和 5）年度総会・学術大会
日　時／2023年 9月 10日（日）
会　場／和歌山県歯科医師会館

＜中国地域歯科医療管理学会＞
2023年度（第 24回）総会・学術大会
日　時／2023年 10月 29日（日）
会　場／サンピーチ OKAYAMA

＜四国歯科医療管理学会＞
2023年度（第 23回）総会・学術大会
日　時／2023年 8月 26日（土）～27日（日）
会　場／高知県歯科医師会内会議室

＜九州歯科医療管理学会＞
2023年度（第 24回）総会・学術大会
日　時／2023年 11月 12日（日）
会　場／長崎県歯科医師会館

＜日本歯科医学会＞
1．理事会
　　第 5回：2023年 4月 25日（火）
　　第 1回：2023年 7月 4日（火）
2．評議員会
　　第 110回：2023年 6月 2日（金）
　　第 111回：2023年 9月 27日（水）

本学会からの関係者
（令和 5年 7月 1日～令和 7年 6月 30日）
理　　　事（1名） ：尾﨑哲則
評　議　員（2名） ：中村勝文，藤井一維
予備評議員（2名） ：柴垣博一，福澤洋一
学術研究委員会委員（1名） ：藤井一維

＜一般社団法人日本歯科医学会連合＞
1．令和 5年度定時社員総会
　　日　時：2023年 6月 14日（水）
　　会　場：オンライン開催
　　出席者：尾﨑哲則理事長
2．令和 5年度臨時社員総会
　　日　時：2023年 7月 12日（水）
　　会　場：オンライン開催
　　出席者：中村勝文副理事長
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＜一般社団法人日本歯科専門医機構＞
1．令和 5年度定時社員総会
　　日　時：2023年 6月 29日（木）

　　会　場：TKP市ヶ谷カンファレンスセンター
　　出席者：尾﨑哲則理事長

　本学会名誉会員　福岡　明先生が令和 5年 9月 4日にご逝去されました．
　ここにご冥福をお祈りし，謹んでお知らせ申し上げます．
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監査報告書

一般社団法人日本歯科医療管理学会
理事長　尾﨑哲則　殿

　 一般社団法人日本歯科医療管理学会の令和 4年度決算各項について監査を行った結
果，その正確かつ適正なることを認めます．

令和 5年 5月 27日
 一般社団法人日本歯科医療管理学会
 監　事　小塩　裕　㊞
 監　事　日高勝美　㊞

令和 4年度特別会計（運営基金）収支決算（自　令和 4年 5月 1日～至　令和 5年 4月 30日）

収入の部 支出の部
科　　　　目 金　　　額 摘　　　要 科　　　　目 金　　　額 摘　　　要
前年度繰越金 3,648,503
雑　　収　　入 　　　　63 銀　行　利　息
一般会計より 　　　　0 次年度繰越金 3,648,566

合　　　　計 3,648,566 合　　　　計 3,648,566

 一般社団法人日本歯科医療管理学会
 令和 4年度運営基金収支決算書
 （三菱 UFJ銀行定期預金）

財産目録（令和 5年 4月 30日現在）

現金および貯金（次年度繰越金内訳）
　普通預金：三菱 UFJ銀行駒込支店（No.　0416196） 4,746,090円
　普通預金：三菱 UFJ銀行駒込支店（No.　0560977） 0円
　郵便振替（00140‒1‒263588） 863,706円
小計① 5,609,796円
未収金
　2022年度会費（94名分） 1,114,000円
　2021年度会費（27名分） 296,150円
小計② 1,410,150円
徴収不能金
　2022年度会費（32名分） 376,000円
　2022年度団体会費（1団体） 24,000円
　2021年度会費（16名分） 188,000円
　2020年度会費（15名分） 176,000円
徴収不能金合計 764,000円
前受金
　2023年度会費 188,000円
 188，000円
正味財産（小計①＋小計②－前受金） 6,831,946円
運営基金：三菱 UFJ銀行駒込支店（No.　0069939） 3,648,566円
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令和 5年度特別会計（運営基金）予算（自　令和 5年 5月 1日～至　令和 6年 4月 30日）

収入の部 支出の部
科　　　　目 金　　　額 摘　　　要 科　　　　目 金　　　額 摘　　　要
前年度繰越金 3,648,566
雑　　収　　入 　　　100 銀 行 利 息
一般会計より 　　　　0 次年度繰越金 3,648,666

合　　　　計 3,648,666 合　　　　計 3,648,666

 一般社団法人日本歯科医療管理学会
 令和 5年度運営基金収支予算書
 （三菱 UFJ銀行定期預金）
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　軽い物忘れが続き，周囲はなんとなく違和感を覚えて
いるものの，本人は普段どおり日常生活を送れていると
感じている状態は「軽度認知障害」（Mild Cognitive 
Impairment：MCI）と呼ばれ，65歳以上の有病率が 15～
25％となっている．また 2025年には 700万人を超えると
みられている．訪問診療，外来診療を問わず歯科受診の
際に認知症移行への兆候を見逃さないことが歯科医療従
事者には不可欠である．
　本書では，1．認知症の実際について，認知症の種類，
特徴，歯周病や糖尿病とのかかわりや，その他の要因に
ついてもQ&Aで概説している．2．診療の同意と配慮で
は，認知機能が低下している患者の診療における同意の
取り方，訪問診療，自費診療および抜歯基準や注意点に
も触れている．3．認知機能低下のチェック法では，歯科

外来でのスクリーニング法や気づきについて，4．認知症
の疑いに気づき，患者・家族へ伝達し専門医への受診を
促し，診療情報提供書の書き方も紹介している．
　筆者の多くの臨床経験から認知機能低下患者への対応
で歯科医師が出会い戸惑う項目の具体的な解決法を紹介
している． （藤原　周　記）

認知症グレーゾーンの歯科診療と地域連携の Q&A
黒澤俊夫　著

工藤純夫　監修
日本歯科新聞社　発行

A5判　144頁　定価 6,600円

　本書は，長らく使われてきた金属修復物におけるさま
ざまな課題，たとえば金属アレルギーの発症や，金属を
用いた支台築造による歯根破折等に焦点を当て，これに
代わる CAD/CAM冠の効果的な応用方法を丁寧に示し
ています．具体的には，保険導入の経緯を解説したうえ
で，臨床応用における留意点として，レジンブロックの
特性から色調再現性にいたるまでの幅広い領域を解説し
ています．さらに，ジルコニアの歯冠修復への応用，
ファイバーポストの正しい使用法，歯科用 CAD/CAM
システムの開発・現状・展望についても詳細に語られて
います．歯科技工の現状と展望の章では，歯科技工のデ
ジタル化の課題や，これからの歯科技工・歯科技工士教
育の方向性についても考察されています．そのうえで，

筆者が提唱する「9028」の実現に向けた，新しいビジョ
ンも展開されています．
　本書は，歯科医師が日々の診療において直面するさま
ざまな課題に対して，科学的で現実的な解決法の一つを
提示するものといえるでしょう． （福泉隆喜　記）

CAD/CAM活用による歯冠修復治療
メタルフリーの歴史と展望

末瀬一彦　著
医歯薬出版　発行

B5判　136頁　定価 8,800円
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一般社団法人日本歯科医療管理学会雑誌投稿規則

　1．一般社団法人日本歯科医療管理学会雑誌に掲載する総
説，論壇，原著，短報，視点，臨床の投稿については，
下記のように規定する．

　 1 ）総説
　　　 歯科医療管理に関する研究や調査についての総括およ

び解説を内容とする．
　 2 ）論壇
　　　 意見を述べ，論議を戦わせるための一石を投じるよう

な内容とする．
　 3 ）原著
　　　 歯科医療管理に関する独創的な研究および科学的で客

観的に結論が得られ，歯科保健医療に寄与するもの．
　 4 ）短報
　　　 独創的な研究および科学的な観察を簡潔にまとめたも

の．
　 5 ）視点
　　　 事例，臨床手法の改良・提言，実践的な活動，調査報

告および新しい動向などを整理した内容のもの．
　　　 ただし，原則として総説の投稿は編集委員会から依頼

することとする．希望する論文の分類を記入するこ
と．

　 6 ）臨床
　　　 歯科医療管理学的な観点による，症例報告，臨床統計，

臨床技術の創意工夫，調査研究などの投稿を「臨床」
論文とする．必要な病態写真を添え，症例報告に限っ
ては結語を省略することを可とする．

　2．投稿は，本会の会員で会費納入者に限るものであって，
共著者が本会会員でない場合は，その氏名は本会雑誌に
は発表できない．また論文は，本誌の目的に適し，他に
未発表のものに限る（二重投稿の厳禁）．

　3．投稿原稿については複数の査読者の意見をもとに編集委
員会で検討し，その採否を決定する．また，体裁の統一
は編集委員会に一任される．

　4．原著の同一著者による投稿は 1号に 1編とする．原著と
依頼稿など種別の違う場合は，この限りでない．

　5．論文の掲載頁（1頁は 800字詰の原稿で約 3枚に相当す
る），掲載料は下記のとおりとする．

　　 超過頁分については著者負担（頁数×9,200円）とする．
総説以外の図・写真の図版製作費（本雑誌に適した図の
トレース代を含む），カラー印刷費，および英文添削代は
全頁を通じて著者負担とする．

　6．投稿原稿には必ず最新の論文投稿票・承諾書を添付する．
　7．別刷の実費は著者負担．費用は表紙 5,000円，一部 100
円で 50部以上とする．希望部数を投稿票に記入するこ
と．

　8．著者校正は原則として，初校にて 1回とする．その際組
版面積に影響するような，加筆，変更，追加，削除は固
くお断りする．校正の送付先を投稿票に明記し，期日厳
守のこと．

　9．投稿原稿にはコピーを 2部添付し，本会に 3部提出する．
なお掲載された原稿は返却しない．

10．原著論文は，緒言，材料および方法，結果，考察，結論，
文献，和文概要，英文抄録（Abstract 200語以内，英文
抄録の日本語対訳を付けること），および著者への連絡
先を書く．なお，題名，著者名，共著者名，所属機関名，
指導者または主任の氏名と職名，3～5語程度のキー・
ワードを和文と英文で入れる．

11．総説，論壇，短報および視点には題名，著者名，共著者
名，所属機関名，指導者または主任の氏名と職名を和文
と英文で入れる．和文概要と英文抄録は不要．キー・
ワードは和文のみ入れる．

12．原稿は，口語体，新かなづかい，横書きとし，A4判用紙
でワープロソフトを使用のこと．その際，25字×32行

（10.5ポイント）を 1枚とする．また，ページごとに行
番号を記載する．外国語は原綴りとし，ダブルスペース
で活字体，タイプライター，ワープロソフトを使用のこ
と．

13．文献は引用順に本文中に番号をつけ（例えば村瀬30）のよ
うに），次の順に記載する．

（例）＜雑誌の場合＞
　 1 ） 大塚博壽，増田勝美，大西陽一郎：歯科医療管理学の

範疇を求めて―特に過去 10年間・1,569編の文献の示
す意義について―，日歯医療管理誌，24：79～83，1990．

　 2 ） Garner, L.　D.：Tongue posture in normal occlusions, J. 
Dent. Res., 41：771～778, 1962.

　　＜単行本の場合＞
　 3 ） 総山孝雄：歯科医療管理学入門，第 1版，p.　95～120，

医歯薬出版，東京，1993．
　 4 ） Thoma, K.　H.：Oral Pathology, 3rd ed., p.　123～140, 

Mosby, St. Louis, 1950.
　　＜分担執筆による単行本の場合＞
　 5 ） 川口陽子：集団への口腔ヘルスケアとコミュニケー

ション，石川達也，高江洲義矩，中村譲治，深井穫博，
編：かかりつけ歯科医のための新しいコミュニケー
ション技法，第 1版，p.　224～240，医歯薬出版，東京，
2000．

　 6 ） Torneck, C.　D.：Dentin‒pulp complex, Ten Cate, A.　R., 
ed.：Oral histology, 5th ed., p.　150～196, Mosby, St. 
Louis, 1998.

掲載頁，掲載料＊

総　説 　8頁以内（図，表 6個以内）
＊学会負担（別刷 30部贈呈）

論　壇 　8頁以内　＊2頁まで学会負担
原　著 16頁以内　＊2頁まで学会負担
短　報 　3頁以内　＊2頁まで学会負担
視　点 　8頁以内　＊2頁まで学会負担
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　　＜翻訳書の場合＞
　 7 ） Martin, D.　W., Mayers, P.　A. and Rodwell, V.　W.（上代

淑人，監訳）：ハーパー・生化学，第 24版，p.　402～
405，丸善，東京，1997．

　　＜オンラインジャーナルの場合＞
　　　 号や頁が与えられていないものは，DOI（Digital Ob- 

ject Identifier）が付与されている場合は明記するこ
と．

　 8 ） O’Mahony, S., Rose, S.　L., Chilvers, A.　J., Ballinger, J.　
R., Solanki, C.　K., Barber, R.　W., Mortimer, P.　S., 
Purushotham, A.　D., Peters, A.　M.：Finding an opti-
mal method for imaging lymphatic vessels of the 
upper limb, Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging, 2004. 
doi：10.1007/s00259-003-1399-3

14．数字はアラビア数字で，単位記号は国際単位系（SI）を
用いる．（例）m，cm，mm，μm，cm3，l，ml，kg，g，
mg，℃など．

15．図，表，および説明は日本語を使用する．挿入箇所を本文
右側欄外に朱書する．トレース希望の場合は鉛筆書きで
よい（ただし明瞭に）．不鮮明な図は編集委員会でトレー
スにまわす（有料）．

16．投稿原稿に加え，これと同一内容を記録した電子記録媒
体を添付すること．この場合は，印字された原稿をオリ
ジナル原稿として取り扱い，電子記録媒体は印刷所にお
ける組版の補助として使用する．

17．投稿規則に合致しない原稿は，返却のうえご訂正願うこ
とがある．編集委員会からの依頼原稿は別規定による．

18．本規則以外の事項と規定の変更は編集委員会で決定す
る．

19．本誌掲載の著作物の著作権は本学会に帰属するものとす
る．

20．疫学研究，臨床研究および動物実験に関しては，倫理審
査委員会等による審査を受け，投稿原稿の「材料と方法」
の項にその旨を記載する．承認した倫理審査委員会の名
称および承認番号を記載する．

21．利益相反に関する言及が必要な場合は，謝辞に記載する．
22．原稿の送付先は下記のとおりとする．投稿論文在中と朱
書すること．

　　〒 170‒0003　東京都豊島区駒込 1‒43‒9
　　一般財団法人口腔保健協会内
　　一般社団法人日本歯科医療管理学会編集委員会
　　Tel：03‒3947‒8894　Fax：03‒3947‒8073
附則
　1．本規則は理事会の決議を経なければ改正または廃止する
ことはできない．

　2．本規則は第 45巻第 1号から適用する．
　3．本規則は平成 30年 5月 1日一般社団法人日本歯科医療

管理学会設立に伴い，「日本歯科医療管理学会」を「一般
社団法人日本歯科医療管理学会」と読み替えるものとす
る．

　4．本規則は，令和元年 5月 27日一部改正する．
　5．本規則は，令和 2年 6月 11日一部改正する．
　6．本規則は，令和 3年 7月 16日一部改正する．

電子記録媒体（CD‒R，USBメモリ等）の添付について

　1．テキストファイルへの変換について
　原稿は，マッキントッシュあるいはWindowsのWord
ファイルで保存して下さい．
　2．入力の際のお願い
　原稿は表紙，和文概要，索引用語，本文，文献，著者への
連絡先，英文抄録，Key words，日本語対訳，付図説明の順に
保存して下さい．なお，入力にあたり数字，欧文はすべて半
角で入力して下さい．また，欧文における単語間は半角にし

て下さい．改行マークは段落の最後にのみ入力して下さい．
　3．ラベルの貼付
　投稿者の氏名，所属，論文タイトルを明記したラベルを貼
付願います．
　4．バックアップ
　郵送時の不測の事故で，内容を消失する事態がないとは言
い切れませんので，投稿前に必ずバックアップをお願い申し
上げます．

　一般社団法人日本歯科医療管理学会では，複写複製に係る著作権を学術著作権協会に委託しています．当該利用を
ご希望の方は，学術著作権協会（https://www.jaacc.org/）が提供している複製利用許諾システムを通じて申請くだ
さい．
　
Japanese Society of Dental Practice Administration authorized Japan Academic Association For Copyright Clearance

（JAC）to license our reproduction rights of copyrighted works. If you wish to obtain permissions of these rights in the 
countries or regions outside Japan, please refer to the homepage of JAC（http://www.jaacc.org/en/）and confirm 
appropriate organizations to request permission.

複写をご希望の方へ
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日本歯科医療管理学会雑誌 論文投稿票

�．論文の分類（マークして下さい)

□総説 □論壇 □原著 □短報 □視点 □臨床

�．論文タイトル

�．著者名（会員番号），共著者名（会員番号）

�．所属機関，指導者または主任の氏名と職名

�．原稿の構成

・本文（表紙，英文抄録，本文，文献を含む） 枚

・付図 枚 付表 枚 付図説明 枚 CD等 有・無

�．別刷希望部数 部（50 部以上)

�．連絡先（投稿・校正責任者)

（氏名)

（住所）〒

電話 Fax E-mail

�．備考，連絡事項

（裏面にチェックリストがあります)

承 諾 書

日本歯科医療管理学会 殿

年 月 日

下記に署名・捺印した著者は下記の表題の投稿原稿が「日本歯科医療管理学会雑誌」に掲載された

際には，同誌の投稿規程により，著作権を貴学会に帰属することを承諾致します．

・論文タイトル

・著者（全員） 印 印

印 印

印 印

印 印



貴稿が日本歯科医療管理学会雑誌の投稿規則に沿ったものであるかを必ず確認し，下記

事項について，著者がチェック欄にチェック（✓印）してください．

著者
チェック

編集委員会
チェック

□ 本誌最新号に綴じ込みの投稿票・承諾書をお使いですか □□

□ 著者はすべて本学会会員ですか □□

□ 承諾書には著者全員が署名，捺印してありますか □□

□ 原稿は A4判 800字（25字×32 行）詰，10.5 ポイントで，口語体，新か

なづかい，横書きですか．またページごとに行番号を記載してあります

か

□□

□ 原著論文は，緒言，材料および方法，結果，考察，結論，文献，和文概要，

英文抄録（Abstract 200語以内，英文抄録の日本語対訳付），および著者

への連絡先の順に記載されていますか

□□

□ 原著論文は題名，著者名，共著者名，所属機関名，指導者または主任の氏

名と職名，3〜5語程度のキー・ワードを和文と英文で記入してあります

か

□□

□ 総説，論壇，短報，視点および臨床には題名，著者名，共著者名，所属

機関名，指導者または主任の氏名と職名を和文と英文で入れてあります

か．また和文のキー・ワードを入れてありますか

□□

□ 文献は所定の書き方で，引用順となっていますか □□

□ 図，表は本文末にまとめ，挿入箇所を本文右側欄外に朱書してあります

か

□□

□ カラー写真にはカラー，モノクロ印刷の指定がされていますか □□

□ 原稿には通しページ番号が記載されていますか □□

□ 原稿はオリジナル 1部，コピー 2部の計 3部が用意してありますか □□

□ 個人を特定できないような配慮をしましたか □□

□ 投稿に際しての研究倫理に関する事項を確認しましたか □□

□ 利益相反に関する言及が必要な場合は謝辞に記載しましたか □□
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▶生成 AIが話題になっています．昨年の秋頃から画像
生成 AIによる画像をしばしば目にするようになり，そ
の後，性能が日に日に向上している知らせを聞きます．
そして，人が描いたか AIが生成したか区別の難しい画
像を目にするようになりました．今年に入ると，対話型
生成 AIの話題が急速に広まりました．そして，性能の
さらなる向上が伝えられ，さまざまな業務への実装の試
みが報じられています．
▶歯科医療においても画像生成AIや対話型生成AIの応
用方法が考案され，有用性に気づくことで利用が広まる
ことと思います．まだ，多くは実用化がなされていない
ようで，今後が楽しみです．また，研究における利用も
有望かもしれません．私が卒業研究を指導する今年の学
部学生たちは，テーマを決める過程で AIと対話しなが
らテーマを具体化させていました．先行研究についての
知識が十分とはいえない学生の相談相手として，対話型

生成 AIはなかなかの役割を果たし，ユニークなテーマ
に学生をたどりつかせていました．たしかに，対話型生
成AIが示す内容には誤った情報が含まれていることや，
提示された情報の引用元に該当の情報が書かれていない
こともありました．しかし，これらの欠点を踏まえても，
対話型生成 AIには十分な有用性があるように思われま
す．
▶第 58巻第 3号をお届けします．本号では投稿論文とし
て臨床，視点の論文を各 1編掲載しています．1編は大
学附属病院における診療中に発生した異物誤飲誤嚥事故
に関する報告で，医療事故防止のための有用な知見を示
しているものです．もう 1編は医科歯科連携の推進につ
いて，歯科医療管理学の視点から論じた論文です．これ
らの論文は会員の先生方の日々の診療や活動のお役に立
つものと思います．
 （森田一三　記）

記後集編

　日本歯科医療管理学会雑誌発行日程表
　ただし 1号は講演抄録も掲載します．

巻　号 原稿締切日 編集委員会 発行予定日

1号  1月末日  2月中旬  5月 25日
2号  4月末日  5月中旬  8月 25日
3号  7月末日  8月中旬 11月 25日
4号 10月末日 11月中旬  2月 25日

　　　　　（必　着）
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ク ー レ ン

ク ラ カ ー ブ
ハイドロソニックプロは、歯と歯肉を優しくブラッシングするために独自開発されたCUREN®繊維と
磨きにくい部位にも簡単に毛先が届くCURACURVE®で、口腔内を隅々までしっかり磨くことができます。

歯ブラシの理想を追求した革新的なブラシヘッド

10° 15°10°

ク ラ カ ー ブ

CURACURVE®の
人間工学に基づいた角度は
磨きにくい部位にも
簡単に行き届きます。

しっかりパワフルな毛質
健康な歯肉の方に

非常に柔らかい毛質
歯肉に炎症がある方に

全てのリスク部位への
アプローチに

歯面にフィットして歯の隅角部にまで毛先が届くしずく形 磨きにくい部位にも毛先が届く

※歯ブラシの交換目安：約3カ月です。毛先が広がった場合は歯科医院にご相談下さい。

ク ー レ ン

CUREN®繊維は
歯磨きに適した
やわらかさと弾力性を備え
安定した性能を発揮します。

※

パワーブラシヘッド センシティブブラシヘッド シングルブラシヘッド

商品の詳細はコチラ

ハイドロソニック プロ

〈販売元〉　　　　　　　　　　　　　　東京都台東区上野7-6-9　ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせ：0800-170-5541
〈輸入元〉 株式会社クラデンジャパン（スイス クラデン社 日本法人）　　　　　　　　　　　　　



�一般社団法人日本歯科医療管理学会とは　…
　近年の歯科医療を取り巻く環境は，より高度な専門性が求められると同時に社会の動向に合わせた国民目線が求
められる時代になってまいりました．歯科医療管理学は実際に診療を行うにあたって，いかにして学問を臨床に応
用するかを考究することを目的とし，時代の要求から，従来の診療室のみにとどまらず社会のなかでの歯科のあり
方を考察する社会歯科学の一翼を担う学問といえます．
　日本歯科医療管理学会は，日本歯科医学会 23専門分科会のなかで，歯科医療管理学としての学問を具現化し，国
民が求めている安全・安心・信頼の歯科医療を研究・研修する学会です．近年の我が国は，超高齢社会の進行，う
蝕減少等による疾病構造の変化，ICTの利活用による医療・保健・福祉分野の情報促進，国民の医療への意識の変
化等，歯科界を取り巻く環境は大きく変化してまいりました．
　超高齢社会が進行する今日，国民のニーズに応えるためには，地域住民を主体とした各関係機関との連携強化，
医科医療機関，行政各関連機関及び地域包括支援センター等との連携を含めた地域包括ケアシステム（地域完結型
医療）の構築等，新たな歯科医療の提供体制が必要となってきています．このような社会情勢のなか，日本歯科医
療管理学会は「医療安全」と「地域連携」を活動方針の二本柱として学会運営を行っています．
　「地域包括ケアシステム」を推進するにあたり，「新しいかかりつけ歯科医のあり方」という視点で，妊婦から乳
幼児，小児，成人，高齢者，障害者，在宅から終末期まで，医科の基礎疾患をお持ちの方や診療所に来院できない
人も含めた地域住民のライフステージのなかで，地域住民が健康に過ごすために，いかにしてかかりつけ歯科医と
して地域の人々と向き合っていけるか，日本歯科医療管理学会は，かかりつけ歯科医がどのように地域包括ケアシ
ステムと親密に関わりを持つかを探究する学会でもあります．
　日本歯科医療管理学会は，「医療安全」と「地域連携」を柱に「かかりつけ歯科医機能」を充実させるための研修
会を行い，地域包括ケアシステムを推進してまいります．

�設　立　は　…
　1958（昭和 33）年に学会設立に向けての世話人会が発足し，1960（昭和 35）年に設立総会が開催され，1974（昭
和 49）年から日本歯科医学会専門分科会の 1分科会として活動しています．なお 2018（平成 30）年 5月 1日より法
人格を有する一般社団法人日本歯科医療管理学会に移行しました．

�地域関連団体は　…
　北海道，東北，関東甲信越，東海，近畿北陸，中国，四国，九州の 8団体で活動しています．令和元年 5月 1日
現在，合計で約 1,200名の会員が各地域関連団体に所属しています．このうち，開業歯科医がほぼ 7割をしめてい
ることから，8団体での都道府県歯科医師会の医療管理関連部門と連携を図り，歯科医療の質向上を目指していま
す．

�本学会の活動は　…
①　総会・学術大会
　 　毎年，原則として 6月末～7月初旬の土日に，2日間にわたり開催しています（令和 6年度は札幌の予定）．歯
科医師に加えて歯科衛生士，歯科技工士等のコ・デンタルスタッフを対象に，特別講演，シンポジウム，生涯研
修セミナーなどで時代の情勢を学び，さらに一般口演，ポスター発表などで，会員の日常の臨床や研究成果を発
表する機会を提供しています．また，歯科医師会団体会員の発表の場にもなっています．

②　地域関連団体総会・学術大会
　 　都道府県歯科医師会と連携をとりながら，各地方会で特別講演，シンポジウムをはじめ，会員の一般口演等を
実施しています．

③　日本歯科医療管理学会雑誌（年 4回発行）
　 　総説，原著論文，学術大会の抄録，地域関連団体学術大会の報告のほか，日常臨床のヒントを紹介する視点な
どの情報を提供しています．

日本歯科医学会専門分科会
一般社団法人日本歯科医療管理学会入会のご案内

学際的分野での活動に参加しませんか



④　共催フォーラム
　 　他学会や団体と共催で，フォーラムを開催します．平成 24年度は日本医用歯科機器学会と共催で平成 25年 3
月 9日（土）に，東京医科歯科大学において「安全・安心な歯科医療提供を考えた医療機器の取り扱いとメンテ
ナンス」をテーマとしたフォーラムを開催しました．平成 25年度は，平成 26年 3月 15日（土）に日本歯科医学
教育学会とのシンポジウム「歯科医療における専門医制度を考える」を開催しました．

⑤　学会ホームページからの情報発信
　 　本学会ではホームページで，総会・学術大会，地域関連団体総会・学術大会の開催スケジュールをはじめ，広
く歯科保健医療の質向上にかかわる情報を提供しています．

�日本歯科医療管理学会認定医制度　…
　認定医制度が平成 24年 4月から発足しました．認定医を申請するためには，次の資格要件が必要です．
・日本国の歯科医師免許を有すること
・歯科医師免許登録後，5年以上継続して本学会会員であること
・別に定める研修実績を有すること
　（認定医取得のメリット）

①　 歯科医療管理学をある程度修得した証になります．
②　 現在国民が求めている安全・安心・信頼の歯科医療を提供している歯科医師であるということを本学会が認定す
る認定医制度なので，患者に対していわゆる患者のニーズに対応した歯科医師がいる医療機関であることをア
ピールできます．

③　 学会活動（発表等）に参加する目標や励みになります（認定医取得の単位が認定されます）．関連事項として，
「学会賞」が創設され，学会誌に掲載された論文を審査し，優秀者を表彰します．

④　 認定医は，本学会の HPに掲載します．また，「全国名医」等の各雑誌社からの問い合わせに本学会の認定医を
紹介します（ただし，個人情報になるので登録するときにオープンに対する賛否を聞いて対応します）．

�日本歯科医療管理学会認定士制度　…
　認定士制度は平成 30年 5月より発足しました．認定士を申請するためには，次の資格要件が必要です．
・歯科医療連携に関する国家資格免許を有する者
・ 認定士の申請時において，3年以上継続して本学会会員であること（令和 3年までは暫定期間を設定してありま
すので学会歴が 3年以上なくても申請できます）
・ 別に定める研修実績を有すること
　（認定士取得のメリット）

①　 国民から望まれている歯科医療に必要な医療安全や多職種間における医療連携などの歯科医療管理の基本的な
知識を習得したことの証となります．

②　 本学会が認定することにより安全・安心・信頼の歯科医療を提供している認定士がいる医療機関であることをア
ピールできます．

③　 学会活動（発表等）に参加する目標や励みになります（認定士取得の単位が認定されます）．また，本学会認定
医と共同の学会活動がスムーズになります．

�入会のお申込みは　…
①　会員の種別には，
　　個人会員　（入会金　3,000円，年会費（歯科医師）12,000円／年会費（歯科医師以外）10,000円）と
　　団体会員　（ 入会金　6,000円，年会費　24,000円：3名分までを登録でき，そのうち 1名を代表者とし，当該団体

の変更届により適時変更できます）があります．
②　入会申込書，年会費自動引落の依頼文書は，以下の学会事務局へご請求ください．

一般社団法人　日本歯科医療管理学会
〒 170‒0003　東京都豊島区駒込 1‒43‒9　一般財団法人　口 腔 保 健 協 会 内
TEL（03）3947‒8891（代）　FAX（03）3947‒8341
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